
 － 1－ 

三重短期大学地域問題総合調査研究室通信 第 74 号      2004 年 2 月 28 日 ISSN1340－ 5780 

発行人 東 福 寺 一 郎  
編集人 南 有 哲  
発行所 三重短期大学地域問題  

総合調査研究室  
津市一身田中野 157 番地  
〒 514-0112 TEL(059)232-2341 

                                   題字 岡本祐次元学長

 
 

第 28 回地域問題研究交流集会報告 
 
 三重短期大学地域問題総合調査研究室（以下「地研」とする）では、三重短期大学の教員･学生･

行政の関係者・一般市民の方々に参加していただき、地域問題についての意見の交換を行う研究

交流集会を毎年度開催しております。本年度第一回目は「三重県におけるワークシェアリング導

入の現状と課題」というテーマで 2003 年 9 月 24 日（水）午後 1 時 30 分～ 4 時 30 分に、アスト
津４階研修室にて開催いたしました。参加者は約 40 名でした。  
 
シンポジウム ： 三重県におけるワークシェアリング導入の現状と課題  
 
話題提供者（発言順） ：東村守康（日本板硝子株式会社硝子繊維ｶﾝﾊﾟﾆｰ総務部総務ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ）  
           ：笠原穣 （日本板硝子株式会社硝子繊維ｶﾝﾊﾟﾆｰ労働組合書記長）  
           ：樋口貴教（ JAM 三重書記長）  
           ：中道英郎（UI ゼンセン同盟三重県支部事務局長）  
 
開会挨拶・進行    ：東福寺一郎（地研室長 三重短期大学教授）  
学長の挨拶      ：雨宮照雄（三重短期大学 学長）  
企画・司会      ：尾崎正利（三重短期大学 教授）  
 

東福寺  
皆さんこんにちは。本日は足元の悪い中、多

数お集まりいただきまして､誠にありがとうご

ざいます。私は当研究室の室長をしております

東福寺と申します。本日の全体の司会進行をさ

せていただきます。よろしくお願い致します。  
この三重短期大学地域問題調査研究室は､地

域に開かれた短大づくりをめざす中で、1984 年
に創設されました。今年 20 年目を迎えておりま
す。当初は委託研究などを受けておりましたが､

その後自主研究路線に転換を致しまして、その

流れの中でこうした研究集会を開催したり、あ

るいは年度末に地研年報を刊行するという形で

日頃の研究成果を地域に還元して参りました。

この研究交流集会は年 3 回開催されておりまし
て､そのうち 2 回はこのような形で、おもに学外
に出向き､地域の方々を講師あるいはパネラー

にお迎えして､様々なテーマについてディスカ

ッションしたり､あるいは学習したりというこ

とを重ねて参りました。本日は「三重県におけ

るワークシェアリング導入の現状と課題」とい

う問題で､非常に難しいテーマでありますけれ

ども､しかし現代的なテーマでございます。是非､

短い時間でございますけれども､熱く意見交換

をしていただきたいと思っております。また本

日はみえ雇用創出会議様､三重県地域労使就職

支援機構様の共催をいただいております。共催

と言いますより､全面的にお手伝いいただいて

いるような次第でありますけれども､この場を

借りまして厚く御礼を申し上げたいと思います。

ありがとうございます。  
それでは開会に先立ちまして､本学の雨宮照

雄学長からご挨拶を申し上げます。  
 
雨宮  
皆さんこんにちは。お忙しい中お集まりいた

だきましてありがとうございます。この研究集

会の性格につきましては、ただいま東福寺先生

から詳しくご紹介致しましたので､繰り返しま

せんが､ご案内のように三重短期大学は津市が

設置した市立の短大であります。従いまして､

研究や教育を学内だけでしていくのではなくて､

できるだけ地域の現場を見られる研究活動、そ

してその研究成果を地域に還元していく、そう

いうことを常に努めてきております。この三重

短期大学地域問題調査研究室の行っております

活動もその一環でございます。本日は雇用問題､

特にワークシェアリングについての集会を行う
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ことになりましたが､中道様を始め多くのパネ

ラーの方々にご出席いただきまして､開けるこ

とになりました。パネラーの方々には厚く御礼

を申し上げます。ご案内のように雇用問題が非

常に切実な問題となってきております。失業率

も増加している状況ですし、なかんずく、企業

のほうは近年収益構造が改善されたと言ってお

りますが、リストラによって収益の構造を図る

ということになっておりまして、雇用の面から

みれば、パートタイマーの増加など非常に雇用

の劣悪化が進んでいるという指摘も見られます。

それからここ数年の傾向として富の二極分化と

言いますか、貧富の差も拡大していると言われ

ております。雇用問題は社会の一番の基礎とな

る問題ですので､社会的な安定のためにも是非

とも解決が望まれているところです。研究者な

どによりますと、1973 年以降に経済成長に各国
別の差異があるということが言われています。

とくにヨーロッパの中ではワークシェアリング

をはじめとして雇用確保という取り組みが行わ

れているということを聞きますが､とりわけ政

府と労働側と使用者の３者がいかに労働市場を

コントロールできるかということがその成否を

左右すると言われております。そういう意味で

ワークシェアリングというのは日本に導入でき

るものなのか､あるいはできるとすれば､どうい

う可能性があるのかということは、決して労働

問題に携わっておられる方々だけの問題ではな

くて､国民的な関心を集めている問題であると

私は考えております。そういう意味で今日は現

場でそういう問題に取り組んでおられる方々の

ご報告を受け､この問題の理解と今後の展望を

考えていく機会となりましたらと願っておりま

す。活発なご意見を期待しまして､開会のご挨拶

と致します。  
 
東福寺  
それではまず皆様方のお手元に資料がある

と思いますが､それの確認をさせていただきま

す。ホッチキスでとめてあります､「第 28 回三
重短期大学地域問題調査研究室地域交流集会」

と書かれたものがひとつあります。それから「三

重県版ワークシェアリングを考える」という報

告書でございますね、これが一冊ございます。

それから「三重県地域労使就職支援機構のパン

フレット」。以上３冊がお手元にあると思います

が､もしございませんようでしたら受付でお受

け取りいただきたいと思います。それから本日

の予定でございますが､途中で休憩を入れます

と､盛り上がった議論が冷めてしまいますので､

終了は４時 30 分が目標でございますが､休憩な
しでシンポジウムを進めて参りたいと思います。

ですから、休憩される場合は､随時とっていただ

きますようお願いします。また､後ろにお茶を用

意しておりますので､適宜飲んでいただければ

と考えております。  
それではこの後の進行はコーディネータの

尾崎先生にお任せ致します。よろしくお願い致

します。  
 
尾崎  
皆さん､本日は雨の中ご参加いただきまして､

ありがとうございます。  
私はこれまで三重県内で労使の間に立つと

いうよりは、労使の皆さん方からいろいろな情

報を提供していただき､その都度、場合によって

は発言をしたり、県内の労使がどうすればもっ

とうまく機能をしていくのかということ常々考

えてきたわけであります。  
その中で取り組みをいろいろ経験させてい

ただきましたが､ひとつは雇用を創出するとい

う「みえ雇用創出会議」ができておりますけれ

ども､その中で失業者の問題をどうするのかと

いうことで、再就職支援に関わるアウトプレイ

ス事業というものについて県内で行う可能性は

どうか、地方政府としての三重県がそれにどう

いう形で携わっていけるのか、などという雇用

での取り組みがあります。例えば何回前になり

ますか､かなり前になりますが､この地域交流集

会を通じて検討したところでもありますし、そ

れ以降も､労使協議会というシステムが地域的

に発展する可能性はないのだろうか？というよ

うな問題にも関わったことがあります。  
そういう関わりの中で､これは時代の流れと

いうこともいえるのですが､雇用の状況が極め

て悪くなってきた。そういう中で､仕事を分かち

合うというやり方で､この雇用問題に何らかの

切込みができないだろうかということで、連合

と日本経団連､それから政府がいろいろ協議を

した結果、この「ワークシェアリング」に関す

る取り組みが全国的に始める中で､各地方にお

いても「ワークシェアリングへの取り組みを強

化していくべきではないか」という一連の動き

が、ここ２年ほどの間に起こってきているわけ

であります。そういう中で、三重県としまして､

雇用創出会議を中心として､ワークシェアリン

グの現状はいったいどうなっているのか、現状

をまず見てみよう。その次に、ワークシェアリ

ングというもの県内で導入する場合、どのよう

な形態のワークシェアリングが可能であるか。

それらの問題点は一体どこにあるのか。これら

の問題解決を探る足がかりを作るために、皆さ

んのお手元に配布させていただいている､「三重

県版ワークシェアリングを考える」という調査
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報告書を雇用創出会議が作りました。  
私はその中で､個人的な名前を使って書くの

はどうかなと思ったのですが､ただワークシェ

アリングは､様々に理解されておりいくつか研

究書も出ているのですが､それらをもっと分か

りやすく、総合的に、ワークシェアリングを支

えるシステムというのは一体何なのか、という

ことをもう少し皆さんが触れる機会があっても

いいのではないかということで、56 ページから、
やや長くなるのですが 74 ページにかけまして､
これは研究書ではありませんので、ほとんど、

人の研究を横取りして整理したようなものであ

りますが､それを出させていただきました。ただ

私自身が取り組んでおります､ベルギーでの取

組につきましては､この中ではオリジナルな部

分になります。  
なぜベルギーでの取組かということはここ

では説明いたしませんが､ベルギーでは組合加

入率が 80%を超え、産業別労使交渉と全国的労
使交渉がおこなわれている。それでいてオラン

ダのようなパートタイマーの増加はなくて､ド

イツのような緊急的なワークシェアリングを行

う必要もなく､ちょうど中間といいましょうか、

そういう段階を歩んでいる国でありまして､分

かりやすいということと、我々にとっても理解

可能というか､余り特殊でないということでオ

ランダでの取組をメインテーマ選びながら紹介

しました。そういうこともあって、このワーク

シェアリングの議論が、これだけでは皆さんの

ご理解も得られないだろうということもありま

すし。実際に日本でワークシェアリングを行う

ということになれば､条件が全く違うわけです

から､日本の条件というのは何なのかというこ

とをさらに現場の細かい労使の対応関係から、

一つ一つそれを探していかなくてはならないわ

けです。そういうこともあって、このシンポジ

ウムを開くことも意義があるのではないかと考

えています。もう一つは､実は雇用創出会議とい

たしまして､この冊子を発行したその後に引き

続きまして､その啓発活動に入っていくことに

なっております。そのために、予定では、今年

の年度末 3 月までは 2 回に渡って導入の具体例
をめぐって､いろいろ経験者にお話をいただく

ようなシンポジウムを予定しております。そう

なってきますと､ワークシェアリングというの

は､一体何なのかということをもう少し深く､三

重県の労使の中に共通理解として定着させると

いうことが、そうしたシンポジウムでは難しい

ということもありまして､今回はその先触れと

いうことで、やや堅い部分もいくつか出てくる

ことになると思います。ワークシェアリングと

いうのは一体何なのか、日本でワークシェアリ

ングをするときには何が問題になるのか、特に

三重県では一体どうなのかという問題を取り扱

っていきたいと思っているわけです。  
ワークシェアリングという言葉について、先

ほど 4 人と私が事前の打ち合わせをしました。4
人ともワークシェアリングという言葉から意味

することについて意見の一致がありません。こ

れは正直なところです。それでも分かるように、

おそらくこの会場に来ておられる皆様方におか

れましてもワークシェアリングという言葉から

全く同じ意味を引き出してくるということはあ

りえないだろうという風に考えております。つ

まりそれだけ混乱した用法で、逆にそれぞれの

思いの中でこの言葉が一人歩きしているような、

そういう言葉先行的な色彩のある雇用対策の一

つになろうかと思っております。そういうこと

もありまして、ワークシェアリング議論を共有

するためと題する簡単なメモで、 4 枚半くらい
のメモですが､皆様方にお配りしている資料の

中に入れさせてもらっております。それを読み

ながらというわけにはいきませんので､ざっと

見ていただいて､ポイントになるところをいく

つか説明していきたいと思います。  
先ほど学長先生がおっしゃられたのですが､

問題は 1973 年にオイルショックがありまして、
ここで世界経済は全体として停滞期に入るわけ

です。これは一次、二次とあるわけですが、こ

の時に、オイルショックにどう対応していくか

ということが、日本と特にヨーロッパは相反す

る道とるわけです。日本はどういった道をとっ

たかというと、私の理解では､企業ベース労働組

合が産別化への道を歩む一つのチャンスでもあ

ったのかもしれませんが、73 年は逆になり、企
業ベース組合を強化していくという道を取って､

人員削減に応じる代わりにいわゆる組合保障を

し、そのために組合員たる基幹労働力の周辺に、

その当時からパート雇用という制度が定着して

いきましたし、いわゆる社外工制度､さらに現代

非常に盛んになっております､業務請負という
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制度の芽生えなど､様々な不安定な、多様な雇用

が企業の中に入り込んできた。それが良質でな

い､いわゆる劣悪な雇用であることが多かった

のです。例えば､社会保険の加入が極めて制約さ

れておりますし､とりわけ年金負担金を給料か

ら支払うということになれば、自分の給料を使

用者負担分を含めて事実上支払わなくてはなら

ない。年金に事実上加入できないような、そう

いうような賃金の構造だったわけです。国の保

証システムに乗って行けない層が増えてきて、

いつでも場合によっては解雇される。この過程

で出てきた整理解雇の要件の中とは、まず臨

時・パート等の従業員を削減して､それでも駄目

なときにはじめて従業員 (正規 )の層に手をつけ
る。この要件は企業ベース組合保障の役割りを

果たしたのです。さらにトヨタのジャストイン

タイムシステムなどがどんどん普及してくると、

余った労働力というのは無駄である、つまり生

産に合わせた必要な労働力が毎日毎日あれば無

駄がない。今日は１２､明日は１３、あさっては

８というふうに毎日の労働力量が違う。そうい

う労働力を確保するには一体何が必要なのか、

行き着くところは､結局、労働組合の基盤である

従業員層というのは硬直化した労働力に他なら

ないから、出来るだけ少なくしなければならな

い。それが結果的に労働組合の組織率の低下を

もたらしたのです。ただ一時、日本は輸出経済

が好調で、1980 年代の後半が特にそうだったの
ですが､人手不足を招きました。企業は大量の労

働力を短い期間のうちに増加させ､右肩上がり

の経済が継続するという発想があったのかもし

れませんが､その過剰労働力が現在リストラの

嵐の中で大量に企業から放逐されようとしてい

る。その放逐された労働力はどこへ行くかとい

うと、次の受け皿である､不安定雇用という雇用

形態の中でしか吸収をされない。つまりまだま

だ正規従業員の労働市場というのは満杯以上の

労働力を抱えているからだ、となるわけです。  
ヨーロッパはこういうやり方をとらずに､失

業はあってもいいんだ、という発想なのです。

すなわち失業者が出れば､失業者の面倒を労使

がきちんとみてやればいい、つまり失業手当を

きちんと出してあげればいい。むやみやたらと

労働市場の中に出てきてもらえば困るわけなの

ですね。なぜ困るかというと、労働力の供給が

過剰になってくる､すなわち商品の価格、すなわ

ち賃金が低下する。これは市場経済の中では当

然のことなのですが、 100 円の仕事が 100 円で
交換できなくなってくる。だから失業者は失業

者として、のんびりと暮らしてもらったらいい

という考えなのです。ただあまり高い失業率が

続くと､労使だけでは耐えられず、国家財政をそ

こに投入しなければいけませんし､特に若年者

の失業が大きな問題です。ヨーロッパでは先任

権が認められておりますから､解雇はまず若い

者からされる。そうすると若年者はなかなか就

職ができないという問題が生じ、特に 1970 年代
の後半、日本でもヨーロッパはいったいどうし

たのだ、若年労働者が失業状態になって街中に

うろうろしている、そんなことではヨーロッパ

は潰れるぞということで､私が労働法を勉強し

始めて、やっと研究者として一人立を始めた頃

にはそういう評価であったわけです。日本を見

ろ、日本では学校を出て､すぐ職場に入っていけ

るではないか。うろうろしている者なんかはい

ない。ところが今、日本はすっかり当時のヨー

ロッパの状況に入ってしまっている。フリータ

ー問題というのはまさにそれにあたるわけです。 
しかしヨーロッパは失業問題に積極的に取

組み、仕事を分かち合うという政策を労使が取

り始めました。ところでヨーロッパには伝統的

に、第二次世界大戦以前からなのですが､労働時

間はできるだけ短いほうがいいのだ、という基

本的な考えが労働組合や社会全体の中にありま

す。従って､労働時間短縮ということをベースに

おきながら､高齢者と若年者の交代、いわゆる早

期退職制度を実施していきながら､若年者の雇

用を確保していく方法へ向かっていったのです。

この労働時間短縮を着実に進めていく労使の取

組みの一連の過程の中で、例えば有名なフォル

クスワーゲン者のいわゆる緊急避難型のワーク

シェアリングといった、個別企業の経営不振が

おこっても正規労働者を交渉削減しない､労働

時間を短縮することによってこの難局を乗り切

っていこうというようなパターンが実現しまし

た。それからオランダのように、女性労働力の

積極的活用とパート化の促進策があります。オ

ランダは伝統的に主婦は家庭にという発想が最

近まで根強く残っていました。日本に似た国で

あったのです。そこで主婦労働力を引き出さな

くてはならないということが、オランダでは一

つの重要な課題であったわけです。そうすると

家庭を守るという伝統的な考え方から､パート

雇用であれば参画できるということで、フルタ

イマーもパートタイマーも労働時間 1 時間あた
りの賃金を同じにして､パート雇用を増やして

いけば､労働市場に入ってくる労働者の数が増

えてくるではないか。今まで女性が働かず男性

一人の所得で生活していたところに女性も労働

市場に入ってきますから､結果的には家庭の所

得の削減はなく、むしろ増加するのだというわ

けです。こういうような考え方で、一挙に 3%
台まで失業率を低下させたというオランダの多

様就業型と呼ばれるようなワークシェアリング
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もできたわけです。それ以外に共通のものとし

ましては、ヨーロッパですとキャリア・ブレイ

クシステムがあります。 1 年から 2 年の間、無
給でありますが､雇用の権利を中断することな

く仕事を離れることができる。その間労働者は

どうするかといいますと､大学院に戻って学位

を取るとか､特定の実験､研究室に入るとか､こ

れまでの研究の成果をさらに進めるとか、ない

しはさらに高度な技能を得るために職業訓練校

に通ってトレーニングをすることになります。

しかしその間は無給ですから、労働者自身の覚

悟はもちろん要りますが､しかしながら社会保

険その他の権利は継続していきますし､終われ

ば再び元の職場に戻れるという保証があります。

従って安心して職を離れることができる。日本

ですと例えば､育児休業で女性が職場を離れた

場合、戻ってきたら自分の居場所がなかった等

の例がいくつか報告されていますが、そういっ

た不安定感はないというように考えられます。

それからベルギーで行われている 5 分の４労働
があります。これは労働者個人が行うワークシ

ェアリングといえます。つまり一日８時間の２

０％カットする。そうしてその２０%分につい
ては賃金もカットになりますが、まず税金が安

くなる。それから社会保険料については補助が

入る。いろいろな支援のための手当が所得に加

算され､結局低下する分は５%くらいになる。そ
うすると何らかの家庭のトラブルを抱えている

とか、ある目的をもっていて、職場でそれほど

時間を過ごす余裕のない人たちはこれを積極的

に活用する。そうすると２０％の余った労働時

間を他の労働者に譲り渡すことができる。すな

わち雇用の促進につながっていくわけです。

様々な伝統的な早期退職の実現なども含めて、

これを労使で様々に協議して、それをルール化

し、法律にしていくというやり方で､継続してワ

ークシェアリングを実施しているのです。  
ヨーロッパで派遣労働は開放されているの

ですが､使用者が派遣の業務を開設する場合、使

用者単独の判断では事実上できないことになっ

ています。つまり労使協議が必要になるんです。

つまりどの業務を派遣に委ね、または委ねない

かを労使協議によって決めるわけです。一般に

国によって差はありますが､私の特に着目して

いるベルギーの労使では、ヒアリングの結果に

よれば、派遣は労働者の休業の場合、例えば一

年間のキャリアブレイクをする、という場合に、

その空席に派遣労働者が入っていくというやり

方をとっているケースが多いとのことです。そ

れ以外の、新しく企業内で創られた仕事につい

ては、派遣労働者を入れないのです。私はこの

ようなヨーロッパで行われているワークシェア

リングの根底には次のような考え方が厳として

あるように思います。「よりよい労働」パンフレ

ットでは「より良質な仕事」という表現で書か

せていただいておりますが、これはＩＬＯにお

ける「デーセント・ワーク（ decent work）＝
ちゃんとした仕事」やや日本的な意味合いで､

もう少しそれよりも高級な仕事という意味で使

いました。というのは第三世界の極めて劣悪な

労働に対して人権をきちんと守りなさい、つま

り労働者に対して肉体の支配はするな、という

ような意味合いが極めて強いのですが､そこを

念頭において､言葉としては「より良質な仕事」

の確保をヨーロッパの労使が共通の理解として

達成しなければならないという意識の下に、政

策をこれまで進めてきた。その結果が､ワークシ

ェアリングと呼ばれるものになってきたのでは

ないかと考えるのです。  
私は、例えばベルギーの組合に質問状を送っ

てインタビューをするのですが､その時に貴組

合ではワークシェアリングを実施されておりま

すか、それはどういったワークシェアリングで

すか、労使協定の見本はありますか、等を聞く

わけですが､先方の反応は日本的なワークシェ

アリングは我々は全く考えていないのだ、と「日

本的」という形容詞を頭につけるのですね。彼

らの元にはたくさんの日本の関係者がヒアリン

グに訪れていますから､毎年何十人も来るとい

う風に言っていましたが、また来たかというよ

うな印象で質問に慣れてしまっているのです。

日本でいうワークシェアリングのことかと。そ

れはヨーロッパのワークシェアリングとは違う

ものだと考えているので、我々としてはワーク

シェアリングをしていないといわざるを得ない、

というような回答が出てくるわけです。仕方が

ないので､時短との関わりとか、キャリアブレイ

クとの関わりとか、高年齢者との関わりとかい

ろいろな個別の、具体的な項目を挙げながらど

う対処しているのか、障害者雇用にどう関わっ

ていくのか､外国人にどう関わっていくのか、と

いった質問に変更するのです。女性労働につい

ては、ヨーロッパの女性労働はパートタイマー

の割合が極めて大きく、日本と似たようなとこ

ろもあるのですが､女性労働への取り組みはど

うかとか、そういう各論的に聞いていかないと

だめなわけです。このような現象も、日本とヨ

ーロッパの最も何が違うのか、これからパネリ

ストとしてお招きした 4 名の中の議論の中でも
出てくると思いますが、決定的な相違は日本で

は労働市場コントロールするための交渉が労使

の間でできないということです。それは労働組

合の組織形態に由来しています。日本の労働組

合は企業組織を基に成り立っているんです。企
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業の内部の問題では問題をうまく処理すること

ができます。例えば企業が生産を変更したり､

中止をしたり、ないしは新しく生産を始めたり

したときは､そこに新しい人を柔軟にどんどん

と移動させていくことができる。つまり企業内

部の労働市場ということをもし想定するならば､

そこは企業と労使の話し合いの中で処理してい

くことができる。しかし、賃金水準を日本社会

全体としてどうするかとかいった話し合い、つ

まり最低賃金を決めるシステムを例に上げると、

国が最低賃金法に基づいて審議会方式で決める。

労使が決めていくのではない。もちろん労働時

間もそうです。例えばドイツは 36時間､35時間、
34 時間というように、いろいろな労働時間があ
って､フォルクスワーゲンハノーバー工場は現

在 28 時間と少し (28.8 時間 )ですが､それが労使
協定によるものなのです。ドイツは基準法の労

働時間を放置したままにしておりますから､IＬ
Ｏ条約では 40 時間になっているんですが、 48
時間のままです。労使が最長労働基準を話し合

いで決めていけばよろしいというわけです。だ

から使用者団体は､今不況なので 1 時間､最低労
働時間を延ばせ、というような提案をしてくる

わけです。それに対して､労働組合がどのように

対応していくか、という双方の主張の中で労使

交渉が始まっているのです。日本はそうした形

は取れない。外部労働市場については全部国の

政策におんぶにだっこという状況になっていま

す。そういう意味では職業安定機関､労働基準監

督機関の責任はヨーロッパに比べて極めて重い

ものがあるわけですが、しかし結局、労働力の

価格をいくらにするかというところまで国が決

めるわけにはいかないんですね。実際のところ。

だから最低賃金というのは､結局労働力の最低

価格を決めるというのではなくて､地域社会や

日本全体で物価や生計費等がどれだけあがった、

どれだけ平均賃金が上がったというような、別

の要素でもって決めていかざるを得ない。そう

いう難問も抱えているわけですね。多様な雇用

形態との関わりでもう少し説明しましょう。労

働基準法の枠はありますから、一定の枠はもち

ろんあり、その枠を踏み外すようではいけませ

んが､しかし労働基準法は､労働契約に関しては

それほど厳格な規定を持っていないんですね。

そうなると極めて多様な、例えば､ある従業員が

「明日から君、契約社員（下請労働者）になら

んか、一つ作るといくらになる。君は今まで､

これだけ作っているから収入がもっと多くなる

ぞ。家でもできるぞ。家族でもできるぞ。この

工場でしてもらってもいいんだぞと云われる。

つまり工場の機械を使って下請けをする、とい

うような、ある日突然､労働者から自営業者に､

つまり契約労働と呼ぶ場合もありますが､契約

が変更される。それは別に何も違法ではない。

ただし､事業所内の機械を使わせたり使用者の

指揮監督があったりとすると、事実上使用従属

の関係になるから労働契約関係がそこに存在す

るということで、労働基準法の規定が適用され

る。それぐらいで、たまたまの摘発や労働者が

提起する民事裁判の中で労基法の適用が問題と

なる程度で、一般的には何でもできます。誰が

止めるのかというと労使交渉の取組しか止める

システムがないんです。  
実際に労使が止めるためにはどうするのか。

それには今の組合組織形態で十分なのか、それ

とも組合の組織形態をもう少し変えるべきなの

か､もちろん理想的な形を言えば､組合を産別組

織化することがいいのではと考えますが、現実

には企業ベースの組織労働組合で､戦後 50 年積
み上げてきた労使関係というのは、一挙には変

わらない。富士山より高い壁が目の前に存在し

ている。では、この企業ベースの労働組合を維

持しながら外部労働市場に関与できるような方

途とは、それは一体何だろうか、ということを

これからは考えていかざるを得ないということ

でしょう。時間があまりないので途中をはぶき

ますが､例えば､「連合評価委員会」が､この 6
月 26 日に中間報告を出しました、つまりこれは
労働組合の危機ということを素直に受け止めた

連合自身が、外部監査をしてもらって､組合が生

き残るためにはどうしたらいいのかということ

を、私のメモの中にも一部入れておりますが､

その中でも 8 ページ後半に、「企業ベース組合の
限界を突破して､社会運動としての樹立」をする

ことが最初に挙げられている提言であります。

それから、「職場から地域から空洞化する労働組

合の再出発」、これらは何らかの形で企業別闘争

の持つ限界を突破しないと、労働者自身の連帯

が失われてきている現状で、組合が将来にわた

り存立していけるのかどうか、その危惧を連合

自身が持ち始めているということなのです。私

のこのワークシェアリングの議論も、とどのつ

まりその意図は、労使がどういう形でこれにき

ちんと対応できていくのか、組合としては、組

合の機能を増加させるないしは飛躍させるには

どうしたらいいか、もしかしたら使用者自身も

それに対応する組織化というものも必要になっ

てくるかもしれない。地方の政府である県ない

しは、各都道府県にある国の行政が､これにどう

いう形でバックアップしていけるのかというこ

とを総合的に考えていくことが必要である。  
ワークシェアリングといえば、いろいろな形

があるのですが､個人的にこうでなければなら

ないと捉えるのではなくて､結局のところ、労使
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がきちんと労働市場をコントロールしていく、

そのシステムそのものだということ、広くいえ

ばそういう風に考えていただければ一番分かり

やすいのではないかと思っております。  
時間がきましたので､本題に入っていきたい

と思います。本日は 4 名の方をお迎えしており
ます。まず正面から日本板硝子総務部総務マネ

ージャーであります東村守康さん、それから同

社の労働組合の書記長をされております､笠原

穣さんです。お二人には、実は日本板硝子さん

での労使交渉はもちろん企業内部の交渉ではあ

りますが､交渉システムが非常にしっかりして

おられる。これまで労働時間ということをきち

んとベースにおきながら、雇用をどう維持して

いくかという点について、ガラス繊維業界も含

めて厳しい状況にある中で､労使が共同してい

ろいろな工夫をされている実績を持っています。

過去に行われてもう完成はしております労使交

渉とその成果について、それを我々は企業ベー

ス組合が単独でする典型的なワークシェアリン

グと考えておりますが､その経験と問題点につ

いてお話をいただきます。それに引き続きまし

て､ＪＡＭ三重書記長であります樋口貴教さん、

それからＵＩゼンセン同盟三重県支部事務局長

の中道英郎さんに産別の立場からお話しいただ

きます。JＡＭさんはどちらかというと技能工を
中心に、正規社員は、少数精鋭といいますか、

そういう中で正規社員の声をどういうふうに守

っていくかという観点を持っておられます。ワ

ークシェアリングについてのモデル提案まで作

られて、個別の企業を指導するという方針を採

っておられるし、ＵＩゼンセンさんはまだ完成

はしておられませんが、ＵＩゼンセンさんはど

ちらかというとヨーロッパ特にオランダをかな

り研究をされ、同じくワークシェアリングに対

して積極的な関心をもっておられます。オラン

ダ型の成果も入れながら、パート雇用のかなり

の部分を組合の中に取り込んで､さらにこれか

ら、組合員数を拡大する傾向にある、そういう

労働組合でございまして、そういう中でワーク

シェアリングというのをどういうふうに取り扱

っていかれるか、という若干違った観点から、

お話をいただくということにしております。長

くなりまして申し訳ございませんでした。それ

では東村様と笠原様に後をゆだねます。  
 
東村  
日本板硝子の東村です。ただいまより私共が関

係をしております過去の事例を発表させていた

だきます。私共は、今日本板硝子ということで

紹介をいただいておりますが､もともとは津市

の高茶屋に昭和 10 年から創業しております日

本ガラス繊維という会社がございまして､平成

11 年に親会社の日本板硝子と合併いたしまし
て､現在、日本板硝子津事業所の一工場という立

場をとっております。合併後に社内カンパニー

制度というのが引かれまして､何と言いますか､

各事業部というのは皆さん頭に浮かんでくると

思うのですが､この事業部制度の中で経営にい

たるまでの意思決定をすることができるという

ことが社内カンパニーというふうに受け止めて

おります。できるだけ残せるものは残せという

方法でしたので､今は日本板硝子の一工場であ

るのですが､就業規則であるとか、賃金規則であ

るとか、あるいは健康保険組合なども一つの会

社ですが、単独でまだ残っている。労働組合も

別で、従来の労働組合が残っているという状態

の会社であります。もちろん将来的には同一化

をしていく方向にありますが､今は別個に残っ

ています。従いまして､会社の一工場であります

が､春闘交渉などはまだ工場でしているという

ような事業所です。逆に言いますと、労使の問

題は全部、工場で結果が出るというか、決める

ことができるという体制になっております。従

業員は過去マックス 1,400 人ほどおりました。
昭和 50 年代の前半に二度のリストラ、昔で言い
ますと希望退職･整理解雇、これを行いまして､

700 人体制になりました。希望退職･整理解雇で
ざっと 350 人ほど辞職していただきまして､700
人の規模で昨年くらいまでずっと続けてまいり

ました。昨年不採算部門を分離をいたしまして､

現在 450 人位の規模で操業を行っております。
昭和 12 年からガラス繊維を中心に製造を行っ
てまいりました。昨年グラスファイバーの部門

を切り離しまして､現在特殊ガラスの製造拠点

となっております。会社全体では、情報電子の

分野がアメリカの不況の煽りを受けまして､現

在大変苦戦をしており、赤字でございますが、

この津の事業所は、世界のナンバーワンの生産

品種､世界の 85%のシェアを持っているものと
か、オンリーワン、世界でここしか作ってない



    － 8 － 

という商品を持っておりますので､津の事業所

では利益が出ているというような内容でござい

ます。  
それでは何をしたかという事例でございま

す。私共はバブル経済が崩壊しました直後から、

国際競争力のアップをしなくてはならないとい

う必要性に迫られまして､効率化の活動をして

まいりました。内容はロボットなどを置いて人

を減らすという、無人の設備を導入するとか、

いろいろしたのですが､一番効果があったのが､

職場の３M､無理･無駄･むらをなくすという改
善活動をやりまして、最終的には定員を削減し

ていく。一つのラインを 10 人でしていれば､8
人、 7 人でしていくというような活動でありま
す。対象定員 530 人に対しまして､130 人の削減
の効果が出ました。結果的に 71 人ほどの余剰活
用の検討が必要となりました。この差、60 人は
浮いたのは浮いたのですが､併せて増産で人が

いるという部署もありましたので､そちらに食

われていきますから、70 人くらいをどうしよう
かというような動きをしたわけであります。こ

の余剰活用案がこのワークシェアリングに該当

するかどうかよく分かりませんが､次のような

ことを検討しました。一つはどこの企業もやり

ますが､採用抑制です。新たな人員をストップし

ます。それから定年退職、といっても 2 年後 3
年後くらいの定年退職の定員まで頭において、

配置を事前にしていく。熟練工が比較的必要で

あったという社内の背景もございまして､2 年
後、 3 年後に向けて余剰を多くして育成をして
いくとき、将来の工数に当てることも検討して、

その通りしたわけです。それから関係会社の出

向も行いました。これは 100％子会社への出向
という事なのですが、たくさんお世話にならな

くてはならないと思っていたのですが､最終的

にはそうはたくさんお世話になることはありま

せんでした。出向させますと、関係会社から部

分的に賃金をもらいますが､親会社から子会社

への出向といいますのは､子会社にとっては賃

金の出る金額が結構大きいものにつきますので､

反対も結構あります。ただ基幹職と言いますか、

キーマンにつきましては､逆にしっかり働ける

ということで、この関係会社の出向というのも

支持があります。さらに事務所からの余剰人員

については、シンプルデクトを 2 つか 3 つ立ち
上げて､ＯＡ化とかいろいろな立ち上げ方をし

たのですが､実施しました。  
実際に行われなかったのですが､活用数が足

らないということになれば､子会社、私共はガラ

ス会社ですので 24 時間操業がベースとなって
おりますが、子会社で 3 直 2 交代 12 時間勤務を
して、2 直で 24 時間する。後、休みが 1 直あっ

て 3 直というような会社がございます。ここに
1 直を増やして 8 時間勤務で 4 直としますと､1
直分の人が増えるといいますか、雇用が生まれ

ますので､これも検討しなければと思っており

ます。ただそこの社員にとっては 12 時間で給与
を貰っていますから､8 時間の労働といいます
と、給与の額をどのように計算するか、につい

て検討しておりましたが､幸いにも現在までは

実施する必要がなかったということです。中で

もワークシェアリングという面では、代員要員

の設置と時短要員の設置という二つがあります

が､バブル崩壊前くらいから政府は外圧によっ

て時短を叫んでおりまして､それに基づいて私

共の労働組合も時短をしなさいという話を受け､

時短の実施の 3 カ年計画をしようという時期で
もありましたので､私共が行う時短は､特に三交

代の部分は転任制を敷いてます。私共の仕事は

例えば 10 人のチームで一つのラインを動かす、
例えば､原料投入で､取り上げで一人､中の操業

で一人､ＱＪで一人というような転任が入って

おりまして､前後のジョブの人が代員といいま

して､残業部分で仕事に入るという勤務をして

おります。従いまして､時短で代員要員と言いま

すのは､年休を取るとそこのポジションがおり

ませんから、前後の直の誰かが一人埋めるわけ

です。残業で埋める。その残業がかなり高いも

のになりますと大変になりますから､一人余剰

人員をチーム 10人の中に入れて､11人にして休
んだ人の部署に入っていくというスタイルです。

これで､11 人代員要員というのに沿いました。
それから時短要員ですね。この時短要員は休日

数を増やすわけですから､それに配置される人

員､すなわち休む人員が増えてくるわけですね。

増えてくるから､誰かが残業で追っかけないと

いけない。そのために余剰人員をそこに置いて､

残業を消化するポジションに入るという､代員

要員と時短要員は同じように仕事を活用するわ

けですが､これを作りました。転員は現在も全部

で 11 人なのですが､時短要員､余剰活用という
意味で配置をしまして、当時 20 人ほどの人員を
余剰活用という意味で入れました。会社とした

ら､この要員が 100%活用できていれば､余分に
人を配置していてもコストはぜんぜん変わらな

い。ただ組合員､働く人の残業が減るということ

になるわけなのです。しかし適度な残業はやは

り生活面で必要であると､いうことで、適度な残

業に全員が持っていけるように考えて配置をし

たということであります。その結果、残業も減

らし、会社も人を余剰にしておくコストアップ

につながらないという意味では良かったと思っ

ております。この時期の定年退職者は結構いた

のですが､500 人の規模の会社に、年間 30 人ほ
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どの定年退職者が目白押しでありました。この

こともあって、余剰人員の再配置が世間で言い

ます雇用を切ることなくして､できたというこ

とは良かったのではないかと考えます。  
 
笠原  
労働組合の笠原と申します。労使交渉の具体

的なプロセスについて少しお話をします。私共

の組織の通常の交渉機関としての労使懇談会を

月に一回実施しております。それからプロセス

として週に一回の事務折衝が行われます。労使

懇談会は､会社の状況、営業損益等の経営にかか

る情報についてを会社のトップから毎月一回報

告があります。事務折衝につきましては､毎週開

催されまして､人事の窓口から組合、会社提案事

項､職場の詳細状況、すなわち人事異動の内示と

か人員配置の状況報告があります。また事務所

内のもろもろの件について話したり、協議した

りしております。三重労組といたしましては、

執行委員会、組合大会と決議機関はあるのです

が、これは組合と全く同じだと思っております。 
今回のテーマについてのプロセスですが、ま

ず事前に予備折衝が行われました。労使交渉の

中での合理化に伴う待遇は会社側から出てきま

した。実施の背景から活動の計画内情そしてそ

の中のトップの口からは、雇用の確保について

は最大限の努力をするということで話し合いま

した。それを持ち帰りまして､執行委員会で、検

討を加えた結果、労組が積極的に関与して実施

する必要性を認識しました。こういうことをし

ていかないと会社のほうも良くなっていかない、

良くなっていかないということは労働者も良く

なっていない。調印しまして､この中で事業主か

らは雇用は絶対に確保するというトップからの

言及と労使懇談によって活動結果を報告すると

の約束がありました。これについてはその都度

提案があって、その都度返答できるということ

で、これはやっていこうということになりまし

た。この日から約 2 年間、労組は、組合からの
協力に関して職場討議を行いながら､会社との

協議が続きました。余剰人員の加算については、

その都度細かく確認しながら､進んでいったと

いうような形です。会社も余剰人員の加算には

かなり努力をしていただきまして､組合と符合

する内容で終始できました。終結できました。

その後の事業業績については、さらに事業内容

が良くなりまして､組合としましても労働条件

のアップに繋がって良かったのではないかと思

っております。  
通常企業がするようなことなのですが、良か

ったことは､私どもは過去 51 年間に二度の整理
解雇を経験しておりまして､これに対する風評

というのは本当に 20 年くらい消えないんです
ね。どこどこの職場で希望退職を実施したとい

うのがもちろん、一つの企業で働いている仲間

と別れるわけですからいろいろな問題はござい

ます。そういうふうなことで労使共に雇用を守

っていく、雇用を絶対に切ってはいけないとい

う強い反省があって、今回の再配置が決定され

ました。これは実際にコストアップになってい

ますが、再配置ができるという土壌が確立され

たわけです。バブル崩壊後も一時 10%ほどの操
業短縮を余儀なくされましたが、 1 年くらいで
事業活動自体フル創業に戻る時期でもあったと

いうことで､増産などに人を再配置できたとい

うことがありました。何よりも企業として助か

りましたのは効率化、省力化の同意が得られた

ことです。といいますのは､名前は格好がいいの

ですが､無理無駄を省くということは、ゆっくり

していたところに仕事を突っ込んで人を減らす

ということですから､個々の働く人にとっては、

労働強化が必ずあるわけですね。その労働強化、

労働密度のレベルが各企業ともそれぞれ違うの

で､どこまでという値はわかりませんが､かなり

しんどくなったと我々は見ています。そのこと

に対しまして､支援していただきました労働組

合員に対し､非常に感謝をしていますが、会社の

ほうもそれが達成できたというポイントであろ

うかと思っているのではないでしょうか。労働

組合の方としましても、常日頃から、会社と組

合、双方とも信頼関係をずっと築いてきました。

雇用確保の約束というのは安易に反故にされる

とは考えていません。今の状態を見ていては､

考えにくいケースでも信頼関係がある。それと

同時に、組合も時短推進ということで、労働時

間を短くということでそれの目標がありました。

それに代員要員とか時短要員、この辺がうまく

マッチしたことで、画期的なことと評価はして

います。  
 
尾崎  
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労使双方それぞれ分かりやすくそれぞれ分

担定義していただきましてありがとうございま

す。これで皆さん方も、どういうやり方でワー

クシェアリングが進められてきたのか、が良く

お分かりではないかと思います。結局いずれの

企業も、特に製造業がバブル崩壊後の国際競争

力の確保といいますか、これは現在もその要因

が続いているわけでして､個別企業の労使とい

いますのはこういう問題に今後とも直面してい

くであろうと思われます。ただ個別的に見ます

と、双方うまく話し合いに乗れたというような

点では､絶対的な信頼関係が過去から形成され

ていたということ､雇用を確保するという約束

を企業側が保証をしたという点と､作業の手順

がいろいろと変わってくるとそこに就く労働者

の数も変わってきますから､そういう労働力編

成についても労働組合との協議を保証した。つ

まり組合を無視して生産計画を立てることはな

いという 2 点が非常に大きかったのではないで
しょうか。そこで工夫すべき中身は、もちろん

いろいろあるわけですが､交替勤務を増やして

いくというのもひとつのワークシェアリングと

なります。フォルクスワーゲン社の 28.8 時間に
しましても、休日労働､交替勤務というものを新

たに導入しているんですね。その中で、この 28.8
時間の労働で生産性をそれほど落とすことなく、

つまりある程度賃金を保証できるようなシステ

ムを作り上げたのですが、手法そのものは今日

の事例と変わらないわけです。日本の製造業は、

これまで無理･無駄・ムラを削って、削ぎ落とし

て､これ以上削ぎ落とせるのかというところま

で来ている企業もありまして､そうした場合に、

どういった工夫、つまり労働強化に陥らないと

いう保証をしながら生産性を向上させる工夫が

できるのだろうか、そういったところもこれか

ら問題になってくるのではないかと思われます。

あと私が思ったのは､こういう工夫の中にキャ

リアブレイクとかそういったものも入ってきて

もいいのではないかと思ったのですが､その場

合これは政府の国の何らかの支援がそこにあっ

て､その間のある程度生活について、 100%とは
もちろん言いませんが､何らかの形での生活保

障がなされ且つ雇用が継続できる保証が必要で

しょう。そうしたものがあって例えば、 2 年な
ら 2 年、10 人くらいが職業能力をつけるために
さらに訓練を希望するというような、労働者自

身の申し出等を受け入れる体制があれば、もう

少し機動的な計画も立てられるのではないかと

思います。もう一歩進むとすれば､やはり政府の

補助､ないしは労使全体としての支援がどうい

う形で入るのかということです。その辺はなか

なか難しいのではないかというような感想を持

ちました。  
私の感想はこれくらいにしまして､産別のお

二人にも来ていただいておりますので、それぞ

れの産別から見たお話をいただきたい。より一

般的にワークシェアリングというものを行って

いく場合に､ＪＡＭさん、ＵＩゼンセンさんそれ

ぞれワークシェアリングについてどのようにお

考えなのか。日本板硝子でのワークシェアリン

グについて、どういうふうなコメントがいただ

けるか。ないしは、先ほどから労使の労働市場

への関与､外国労働市場の問題をここで発言さ

せていただきましたが､それぞれの産別の中で､

労使協議という形にはなっていないのですが地

域で経営者と組合の代表者の方が定期的に話し

合われる会合を持っておられるようなので､そ

うした組織が機能を拡充していくのかどうか、

そうしたことは期待できないないのかどうか、

別のシステムで考えたほうがいいのかどうか、

そういったことも含めてお話をいただきたいと

思います。まずはＪＡＭの樋口さんのほうから

お話をいただけますでしょうか。  
 
樋口  
ＪＡＭ三重、書記長の樋口でございます。Ｊ

ＡＭとは何だろうという方も見えると思います

が､J は文字通りジャパンでございますし、Ａは
アソシエーションです。Ｍは３つありまして、

メタルとマシナリーとマニュファクチャリーと

いうことで、そのＭをとって 3 文字並べてＪＡ
Ｍということになっております。 1999 年 9 月 9
日、これ以上苦がないということもあって、旧

全金連合と金属機械が合併して、この 9 月でち
ょうど 4 年となったわけです。皆様方にお配り
しております資料の中に入っておりますが､Ｊ

ＡＭ型ワークシェアリングの論点整理という表

題のものですが､当時といいますか､おととしの

暮れから去年の 1 月にかけて、少し新聞のほう
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でも報道されましたこともあったためかどうか

わかりませんが、尾崎先生の目に留まっていた

だいたのでしょう。いろいろ研究をされている

立場で､資料の問題とか考え方とか問い合わせ

があった延長線上に今日私がここに座らせてお

るというふうに考えておるわけです。冒頭先生

のほうからもありましたようなワークシェアリ

ングとＪＡＭ型ワークシェアリングというのは

全くかけ離れているというかそもそもワークシ

ェアリングということ自体が、ひょっとすると

間違っているのではないかというような気も持

っているわけであります。  
論点整理というわけで､いろいろしておりま

すが、今日はお付けしておりませんが､第一次の

案を昨年の 1 月に作りまして、各地方､各企業の
中で取り組んできております。何故ＪＡＭがワ

ークシェアリングの検討を第一課題に挙げてき

たかといいますと、全国的には､2,000 を超える
組合を結集しておりますが、そのほとんどが中

小企業でございます。三重県内も 36 事業所の組
合が参加をしているわけですが､300 人以下あ
るいは 100 人以下のところがほとんどというよ
うな組合であります。機械金属産業で 30 年働い
ている従業員で作っている組合でございます。

そういう意味では製造業でございます。ご承知

のように製造業の海外移転が非常に増えてきて

いる。もちろん空洞化の問題もありまして､私た

ちの職場の中でも倒産､事業所閉鎖まで行く倒

産、あるいは更正法なり民事再生法なりで再建

を図っていくという形もありますし､そういう

法的な立場での整理でもなく、人員整理とか賃

金カットとかというような形での、労働条件を

引き下げざるを得ない状況の中で労使共に四苦

八苦してきたのですがその中で、痛みをどうい

うふうに分かち合うかということが発想の基に

あるわけでございます。そういう面でうまく言

うとワークシェアリングということになるので

はないかと思いますが､実際問題は、事業所を継

続させていくということを前提に、いかに組合

員間で痛みを分かち合うか、あるいは労使間で

痛みを分かち合うかなのです。もちろん労働の

分かち合い、賃金の分かち合いというようなこ

とも関連していくわけですが､具体的にはそう

いう形で取り組むようになったわけです。そう

いう面では医学的にと言いますとオーバーにな

りますが､医学的なワークシェアリングではな

くて、対処療法的に、瀕死の重傷で入院をして

きた患者に手術をする、いかに痛みをとるかと

いうような形がＪＡＭ型ワークシェアリングで

ありますし、もう一つ悪い言葉で言えば､安楽死

させるためのワークシェアリングというような

ことも中にはあるわけです。お応えしておきま

すが､JAM 書記長という立場でお話をさせてい

ただきましたが､必ずしも JAM を代表してとい
うことにはなりません。個人的な考えをふくん

でおりますから、JAM が言っていたというふう
に取っていただくと少し困るところもあります。

その点はお断りをしておきたいとおもいます。  
幸いといいますか、三重県ではこの JAM がで

きてから 4 年間、企業の倒産､法的整理も含めて
ですが､ありがたいことに起こっていない。先ほ

ども申しましたように海外への進出ということ

に絡みまして、二次下請け、三次下請け、もう

一つ下のというような形の製造業でございます

ので、どうしても仕事が少なくなります。これ

は一時的なものではなくて、ずっとこれからも

こういう状態が続いていくという状況では、当

然事業所の閉鎖問題、人員の整理、希望退職等々

がでてきますし、賃金面を見ますと、賃金カッ

ト等々の話が提起をされてくるでしょう。それ

らに対してどういうふうに対処をしていくかと

いうことでは、残るも地獄、去るも地獄と言い

ますが、当然希望退職も含めて事業所から去る

ということになります。しかし今の雇用条件と

いいますと、求人条件からいきますと、中高年、

あるいは若年層でもそうですが、これまでの労

働条件を維持できるような、あるいはそういう

条件の中での再就職というのは、ほとんど不可

能に近いというような状況があります。自分た

ちが賃金をカットし、雇用を継続させていくと

いう前提条件の中で、会社側といろいろな議論

をしながら結論を見い出していくというように

しているわけであります。そういう意味では、

今日はお配りしておりませんが、第一次案の中

では一日 8 時間の労働時間を 1 時間短縮して 7
時間にする。その１時間について、日額４０％

については労働者が負担をする。残り 60%につ
いては会社側が負担をする。労基法の関係でこ

の 60%という数字が出てきているわけですが、
さらに加えて会社側の負担の中には政府からの

援助金といいますか、寄付金といいますのも活

用する中で、対策を立てていこうとしたもので

ございます。去年から始めておりますから、当

時の状況では補償金がすべての事業所に対象と

なっていたというわけではございませんが、補

償金の対象になる事業所についてはそれを有効

活用する中で、 1 時間の時間短縮した部分の賃
金カット分を補填していく、といったことを行

ってきたところでございます。しかしそれは当

面の処置だけでありまして、そういう協定を結

ぶ場合でも最長 3 年間という有期の協定にして、
その間に経営の立て直し、企業の損益分岐点を

超えるような経営にしていくことが求められ、

労使協議を重ねていくというふうにしてきてい
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るわけであります。ただやはり算数の問題では

ありませんので、掛けて答えは一緒というよう

になれば、答えが少なくなれば、Ｘが少なくな

るかＹが少なくなるかというようなことで、賃

金と労働時間の関係というのはどうしても反比

例の関係になってきます。最後の掛けた答えが

減るということになれば、ＸとＹの関係は当然

比例して下がることを前提とした方向で検討を

してきたということでございます。  
実際問題として、先ほども言いましたように

全国に 2000 ほどの組合があるわけですが、この
1 年半の中でどれくらいの組合が一次案を利用
してきたかということになりますと、企業内に

限界があり、 8 時間を 1 時間減らして雇用を確
保していくということが企業状況として許され

るというような絶対条件がなければならず、さ

らには、これ以上悪いところはどうしていくの

かという問題なり、先行きの問題を考えると、

一次案で出した算数的な雇用確保ワークシェア

リングという意味では、企業を存続させていく、

あるいは組合の雇用を確保していくというのは

難しいという状況がございます。全国的に見て

も本当に数えるほどしかないということであり

ますし、県下でも、それの応用型という形にな

るかもしれませんが、一日 8 時間を 7 時間にす
るというのではなくて、賃金カットを 5%する
ということで、単純に計算をしまして、月２０

日間の労働で一日休日を増やすということで、

５％見合いの労働短縮をして、それで雇用を確

保して当面の切り抜けをするということでやっ

てきているところもございます。はたして海外

移転の問題、あるいは親会社関連会社からの低

単価の押し付けといった制約された中で、労使、

また企業でいくら努力をしても、それを乗り越

えていく、あるいは展望を見出していくという

ような状況というのは、なかなか生まれてきて

いない状況もあります。本来的なワークシェア

リングにはなかなか成りえていない、というよ

うな状況でございます。いずれにしましても緊

急避難型ということでありまして、一つの企業

の中における企業別の労働組合という、限定さ

れた力といいますか、幅の中での協議と取り組

みということで、労働市場が抱えておりますよ

うな、全体的な失業者問題等々を含めたワーク

シェアリングについて、労働力移動問題も含め

てどうしていくかという対極的な観点での議論、

あるいは取り組みになっていないということで

ございます。先だってＪＣの方も年間 1500 時間
の問題提起をしておりますが、いろいろな雇用

関係、あるいは一人一人の働く時間について、

月あるいは年間で異なりながらも、平均として

1500 時間という形で出しております。いずれに

しましても、今の日本の JAM 型ワークシェアリ
ングの中で、企業内組合の集合体ということを

前提とすれば、企業の収益がどういうふうに確

保されるかということが一番の課題でありまし

て、そのことを抜きにして、労働者の雇用、あ

るいは労働条件を確保していく、または向上さ

せていくというのは、難しい状況に置かれてい

るというところでございます。  
それから地域における産別の労使協議の問

題について、最後に少し触れさせていただきま

す。JAM 三重としましても、JAM 傘下組合のあ
る企業の代表者の方を含めて、JAM 労使会議と
いうのを去年の 9 月ＪＡＭ結成直後に作ってお
ります。しかし、そもそも目的としては、労使

の共通する課題について研修を深めようという

ことが第一であります。そういうことで、今ま

で研修をしてきたテーマにつきましても、一つ

はＩＳＯの 14001、あるいは安全衛生問題、環
境問題というような、立場が違えば理解、取り

組みが変わることがあるかもしれませんが、共

通課題ということにして研修を深めてきました。

その労使会議の中で、例えば今出されているワ

ークシェアリング問題について協議をして、取

り組みをして、実証していくということについ

ては、いくつかの問題があります。まず、協議

会構成企業の中で県内に本社機能がないところ

がいくつかあります。そのことはは、分工場と

いうか、工場だけがあって政策問題について決

定権を持っていないということですから、三重

の地域だけでいくら労使が話し合っても、解決

できないというようなことが一つあります。そ

れからもちろんオーナー会社もありますし、県

内に本社のあるところもありますが、その会議

に出てきていただいている方が労務、総務の担

当者でございまして、踏み込んだ話がしにくい

というところが現実問題としてあります。もう

一つ大きな問題としては、ＪＭＡ三重は、ＪＡ

Ｍという一つの産別に結集をしているわけです

から、ＪＡＭという組合が決めたことについて、

上意下達とは言いませんが、決めたことについ

て取り組んでいくことについて、それぞれ単位

組合が協力をしていく、力を入れていくという

ことについては、力の差はあれどもできるわけ

です。しかしＪＡＭ労使会議（三重）のメンバ

ーというのは、同業種の方も見えますし、異業

種の方も当然見えるわけです。同業種の方で、

ざっくばらんに言いますと、相手の会社が潰れ

た方がその仕事がうちにくるからいいわ、とい

うような形もないこともないわけですね、言っ

てみれば。自分のところが頑張って、生き延び

て、競争相手の事業所が潰れて、その分のシェ

アが自分のところに回れば、自分のところはさ
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らに力をつけていけるんだというような、まあ

市場経済ですから仕方がないわけですけど、そ

のような状況なり、あるいはいずれにしまして

も、ＪＡＭ三重労使会議の中で、ワークシェア

リング問題をこうしようとか、ああしようとい

うようなテーマは今までもありませんでしたし、

これからも多分ないだろうと思っております。

その点を最後に付け加えておきたいと思います。 
ここで言いたかったことは、そういう緊急避

難型のワークシェアリングの論議を踏まえて、

10 年、 20 年後を見据えた日本の労働のあり方、
あるいは生活のあり方というのを少し理念とし

て築き上げていかないと、グローバル時代でご

ざいますから、日本だけあるいは、地元の企業

で生き延びていく、あるいは幸せを求めていく

ということが難しい時代になってきている、そ

ういう面での議論をもっと積極的にすすめるべ

きだと思います。このことは日本の長きにわた

る文化習慣、あるいはヨーロッパにおける文化

習慣との違いも含めまして、なるかならないか

は別としまして、発想の転換をしながら、自分

たちの人間として、人としての生活できる社会

を作るために、議論を開始したということを付

け加えさせていただきたいと思います。少し横

道に逸れた面もあると思いますが、ＪＡＭが取

り組んできた、取り組んでいこうとするＪＡＭ

型ワークシェアリングは以上のようなことでご

ざいます。  
ありがとうございました。  

 
尾崎  

JMA 型ワークシェアリングは緊急型を念頭

に置いて構築されたということです。雇用を創

出するためのワークシェアリングはもちろんの

こと、リストラクチャリングに絡めて労働力を

いかに有効に且つ強化していくかという観点か

らのワークシェアリングも、広い意味でのワー

クシェアリングでもあります。このようなワー

クシェアリングには、一般的に労使の協議の結

果ではなく、使用者の一方的な決断である場合

が想像されます。  
ちなみに先ほど、 1 時間カットして 60%保証

ということころで、私のメモの 4 ページ目にも
若干触れさせていただいておりますが､これを

労基法の 26 条でするということに問題もあり
ます。労基法の 1 条あたりを使って､自主的精神
規定になりますが、労使協議の結果としてのワ

ークシェアリングの趣旨をより良く反映できる

のではないか思っております。  
それでは引き続きまして､中道さんにお話を

いただきたいと思います。長い間お待たせして

申し訳ございませんでした。  

 
中道  
どうもこんにちは。UI ゼンセン三重県支部で事
務局長をしております中道と申します。よろし

くお願い致します。UI ゼンセン同盟も昨年の 9
月に統合いたしまして UI ゼンセン同盟という
形になりました。従来先ほども尾崎先生からお

話があったと思いますが､私共のワークシェア

リングという言葉の概念といいますか､全体に

ついて簡単に述べさせていただきたいと思いま

す。  
UI ゼンセン同盟は今日までに本部・政策局を

中心に時短の勉強ということでドイツ（旧西ド

イツ）とか英国､北欧のほうに度々派遣をして勉

強に行っております。その中で私共 UI ゼンセ
ン同盟のワークシェアリングというのは、一般

的にヨーロッパ型の時短と密接に結びついた仕

事の分かち合いです。労働時間は少なくして、

その分新しい雇用の創出をして仕事を分け合う。

そういうことで失業者を少なくしていく、とい

うような基本的な考え方で、今日も雇用の創出

を伴うことがワークシェアリングというものの

定義づけとなっております。先ほどからいろい

ろと出ておりましたが､私共はこのワークシェ

アリングの中に、日本版ワークシェアリングと

いう形の中で大きく分けると 4 つあると考えて
います。一つは先ほどからいっておりますよう

に、緊急避難型の雇用維持型のワークシェアリ

ングです。さらには中高年を対象とした中高年

対策用の雇用維持型のワークシェアリング、も

う一つは先ほど私共が主張しております雇用創

出を伴う雇用促進型のワークシェアリング、さ

らにはこれは昨年の暮れに政・労・使の間で結

ばれました､多様就業型のワークシェアリング

です。このように 4 つの形を一つの日本版ワー
クシェアリングというふうに考えております。  
その中で私共は、旧 UI ゼンセン同盟過去の

歴史から、繊維産業を中心として継続をしてき
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ている産別でありまして､過去には雇用維持型

の緊急避難型の形は、合理化の中で､たくさん経

験をしてもらっておりまして､私共はリストラ

を伴うような緊急避難型の形をワークシェアリ

ングというようには呼んでおりません。一つは

合理化対策があります。合理化対策の中での一

つの解決策として、緊急避難型があります。し

かし緊急避難型にもまたいろいろありまして、

ミスを減らしていくやり方とか､操業時間を減

らして､従業員あたりの労働時間を減らして、社

内でリストラを出さないようにより多くの雇用

を維持していく短期型ですね。こういうのは労

働組合と団体交渉しまして､ずっと未来永劫で

はなくて、一時的にスパンを決めて､その場をし

のぎましょうという形で、合理化対策という形

で行っております。さらには中高年対策型とし

ましての雇用維持型のワークシェアリングでは、

私共は 60 歳定年延長という形で進めてきて､実
際現在では、 60 歳になっておりますが､今まさ
に厚生年金の支給開始年齢が 65 歳定年延長に
伴いまして､3年に 1歳ずつ支給開始年齢が下り
ていくという形の中では､60 歳定年で首をつる
という形ではなくて､再雇用という形の中で高

齢者雇用奨励金とか、厚生年金の一部割戻しの

支給とかいろいろな方法をとりながら、そうい

った高齢者雇用を促進するために私共も精一杯

対応をしているところです。この方法として、

定年退職者を再雇用という形で雇用を与えてい

くという方法を採っております。さらには、昨

年度 UI ゼンセン同盟型のワークシェアリング
ということで整理し多様就業型につきましては､

これからの多様な働き方によって、労働者が本

人の選択肢の中で短時間勤務に就くなり､勤務

の仕方あるいは本人のライフサイクルに合わせ

て､柔軟な、あるいは人材の活用とか生産上の向

上を図って高齢者を始めとして、より多くの労

働者に雇用の機会を与えるというこういう形の

ものです。今ほど言いました緊急避難型にしま

しても、中高年対策型にしましても、多様就業

型にしましても、企業の枠の中で、労使関係の

中で団体交渉を通じてやっていけると思います。 
私共の UI ゼンセン同盟の考えている最大の

ワークシェアリングは、雇用創出型のワークシ

ェアリングで、それは雇用を促進していくこと

です。私共がこれが一番重要な課題と考えてお

りまして､失業者に多様な就業の機会を提供し

ていくことを目的としています。これは一企業

の労使の中では解決のつかない、非常に大きい

形で行わないと実現が難しいということで、国

とかあるいは地域のいろいろな事業･グループ

の中で、産業界なら産業界の中で、叡智を結集

して、労働時間を短縮して､そしてより多くの雇

用機会を作り、それを失業者とかあるいは若年

労働力を吸収していけるような雇用創出の場を

積極的に作っていくことが、私はワークシェア

リングの最大の目的ではないかと考えておりま

すし､UI ゼンセン同盟のワークシェアリングも
雇用創出を伴うワークシェアリングが本来のワ

ークシェアリングというように考えております。

ワークシェアリング導入時における障害としま

して、私共が感じておりますのは､先ほど樋口さ

んのお話にありましたように､日本の労働組合

はあくまでも一企業内での労使関係ということ

で、あくまでも企業内で留まってしまう､留まり

やすい。樋口さんも言いましたように、本音で

日本の労使関係を言えば、よその事業所のこと

は考えなくてもよろしい、自分の企業がどうや

って生き延びていくのか、そういうふうに結局

企業の中に閉じこもってしまう。そういう弊害

が労使交渉の中に、資本主義的経済･市場経済の

中で当然出てくる問題であります。こういう点

ではヨーロッパ型は企業の枠を超えております

ので､産業別労働組合あるいは職種別労働組合

という形態で、企業の枠を超えて労働組合がで

きていますので､こういった企業の枠の中に取

り込まれるという考え方は､組合のほうにはほ

とんどありませんし､それとヨーロッパ社会は

伝統的に、連帯をするという考え方が、昔から

国境を越えて連帯していくという考え方があり

まして、その基本の最たるものがＥＵの経済的

統合というものがあります。そういう形があり

ますので、労働時間短縮型のワークシェアリン

グで新しい雇用を増やしていくということが､

比較的すんなりといっているような社会体制が

労使関係の中にできているという点があります。

日本の場合はまだまだそういう形には沿えてい

ませんので､やはり新たな雇用を作っていくワ

ークシェアリングという形については､やはり

国なり自治体、産業界そして労働組合とかそう

いう組織の協働がなければ、今の失業者なり若

年労働者を新しく仕事に就かせていくというこ

とはなかなか難しいのではないかと思います。  
その次の障害としましては､労働組合の組織

化率が非常に低い。現在でも 20%切るか切らな
いかというところもありまして、大企業の組合

組織から見ますと高いのですが､要は圧倒的に

中小企業が多いですから、中小企業の組織化率

が本当のところ 10%以下なのではないかと考え
ておりまして､それがまたいろいろな形の中で

やりにくさの原因と思われます。さらにはパー

トタイマー労働者の組織化が大きな問題となっ

て来ています。パートタイマーの方についてお

話したいと思いますが､現在も契約労働者、パー

トタイマー、あるいはアルバイター､フリーター
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を含めて､一千万人を超えている。そういった

方々の、特にパートタイマーを代表する組合が

ないといっていい状況です。これも難しくして

いる問題のひとつではないかと思っております。

さらには時短を進める上で有給休暇の完全取得

が問題です。特に中小企業などの場合はまだ、

この有給休暇を取らせないための精皆勤手当て

というのを付けまして､なるべく有給休暇を消

化させないような、そういうシステムがまだ残

っております。こういったことも一つの弊害に

なっています。サービス残業も依然として多い

ですし､長時間労働が後を絶ちません。そういっ

たところにも問題があります。正社員とパート

タイマーの賃金格差、これもこれから考えてい

かなければならない課題であると考えておりま

す。あと、いろいろ社会保険制度とか､税制上の

いろいろな問題点等まだまだ多くの問題があり

ますので、労使交渉を通じて改善をしていかな

くてはいけない部分がかなりあります。  
最後になりますが､この地域においてどうか

という考え方でありますが､ＵＩゼンセン同盟

の三重県支部の中にも業種別の労使協議会を設

けておりまして､その中で過去には幾度となく

業種別労使会議を行ってきておりますが､残念

ながら､組合側は委員長をはじめ三役が出席す

るのですが､肝心の会社側は労務担当の課長さ

んとかせいぜい総務部長さん､人事担当部長さ

んまでの出席で、肝心要の経営者であります社

長さんの出席が非常に悪い。その中でいろいろ

な業界のいろいろな悩み、労使が共通するいろ

いろな疑問点や悩みをテーマとして出しても、

果たして会社全体としての問題解決になってい

くのか、という疑問があります。これは先ほど

樋口さんからお話がありましたように、そうい

ったことでは地域の労使会議をしても、そこに

経営責任者の社長さんが出てきていないという

のでは､私共も力が半減してしまうといいます

か､力不足を感じてしまいます。そういった形の

中では、理想的な地域の労使の懇談会を作り、

その中に労使が、組合あるなしに関わらず、そ

れぞれの業種なり産業の労使がこぞって集まっ

て話をする、解決なり、問題提起をしていく、

しかしながら現実問題を具体的に、どういうふ

うに考えていきましょうか、というようなこと

になるとなかなか前に進んでいかないのじゃな

いかというように思います。またこれも三重県

だけではなくて、国のいろいろな支援などもい

ただいて、地域労使の抱える問題をスムーズに

交渉し、協働していけるように、いろいろな支

援策も考えていっていただかないと難しいかな

と思います。以上です。  
 

尾崎  
どうもありがとうございます。今日のシンポ

ジウムでお話いただいた中に二つ問題がありま

して､一つは､企業内部でワークシェアリングを

行う上で､問題となることがある。それについて

が一つ。それからもう一つは、先ほどからいっ

ているいわゆる外部労働市場問題ですね。現在

の労使交渉システムを前提にしながら、どのよ

うな形でそれにアクセスしていけるのか。言葉

がだんだん弱くなってきますが､近づいていけ

るか。労使がどんな形で影響力をもちえる方法

はないのか、そういう見地からワークシェアリ

ングについていろいろなお話をいただくという

ことでございました。  
まず後者のところから、少し産別のお話をい

ただいたところですので､整理していきますと、

当面は緊急避難型を念頭において、それに焦点

をあてて考えていただく。それから UI ゼンセ
ン同盟は、緊急避難型はワークシェアリングと

は考えない、雇用創出型をワークシェアリング

として考えていくべきだという考えを元に組み

立てられていますが、ただそうした場合に､一つ

は、本来のワークシェアリングをどいういう形

でするのかというところが難しかったのかなと

思います。ＵＩゼンセン同盟では、そこには切

り込んだ提案が現在のところない。むしろ緊急

避難型を安易にすべきでないというところに重

点が置かれていたような感じもしました。そう

しますと緊急避難型というものは、ヨーロッパ

の基準からいたしましても全くワークシェアリ

ングではないというわけではないのですが、日

本で、それを個別企業で行う場合､外部労働市場

へ関与できない労使ですから、そういう意味で

はいろいろと危険もはらんでいるわけですね。

先ほどの日本板硝子さんのように、雇用の確保

とか労働力編成の協議とか重要な問題について

きちんと常に労使が話し合って、信頼感を持っ

ているようなところではうまくおそらくいくの

ではないかと思うのですが､そうでないところ

では危険もあります。場合によっては、労働組

合のないところでこの緊急避難型といわれるワ

ークシェアリングが行われる。つまり使用者の

一方的判断で行われる可能性があるわけですね。

日本は、労使が協定が結ばないとワークシェア

リングしてはいけないということは全くありま

せんから、使用者が経営合理化のためにワーク

シェアリングという名前を使って何らかの、つ

まり賃金カットなどをする例もあります。県内

で、どことは言いませんが、私がヒアリングし

た中ではっきりそうおっしゃった社長さんもあ

りました。フルタイマーを全員パートタイマー

に切り替えた。パートタイマーに切り替えてワ
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ークシェアリングをしたのである。 4 時間勤務
に。解雇はしていない。時間給に切り替えてお

ります。こういうような小さな事業所さんもあ

りました。ある意味では危険もはらんでいると

いうのでしょうか。それをＵＩゼンセン同盟の

合理化問題の取り組みはこれまでの豊富な経験

がございますので､おそらく合理化問題という

形で､従来の経験を生かしながらこれに取り組

んでいったらいいのではないかとの意見と理解

しました。企業内部のワークシェアリングをう

まく使いながら、一定の枠を労使にはめて､あま

り無茶なことはするなよということで､何とか

まっとうな道に引き戻そうではないか、という

努力の跡が見られるという理解ですが。どうで

しょう、樋口さん､中道さん。  
 
中道  
私共は緊急避難型のワークシェアリングについ

て全く否定するものではないのですが､ただ冒

頭申し上げましたように、私共のワークシェア

リングというのは雇用創出､あくまでも雇用創

出していくという意味のワークシェアリングと

捉えていますから､人員の解雇で雇用者が減っ

ていく、逆にマイナスですね、マイナスの失業

者を増やしていくことについては私共は一切ワ

ークシェアリングとは呼んでいません。あくま

でも一人でも多くの雇用者を生み出していくと

いう、そういう機会を作っていくことがワーク

シェアリングであるという、言葉の定義上そう

いうふうに､何十年も前からそういう考えで進

めていっておりますので､マイナスの失業者を

増やすことをワークシェアリングとは呼ばない

のです。これはあくまでも合理化問題として捉

えて対応していく問題です。それではその合理

化問題の中で､一人でも多くの失業者をいかに

出さないようにということを労使で話し合い、

景気の悪いところをいかにして乗り切るかとい

うことを日常茶飯事として交渉しています。Ｕ

Ｉゼンセン同盟では、何十年も前に組織ができ

てからずっと、生産の中で絶えず行われてきた

ことでありまして、このことは合理化問題なの

ありワークシェアリングではない、雇用創出を

伴わないのは一切ワークシェアリングではない

という考え方です。  
 
樋口  
先ほども申し上げましたが､ＪＡＭ型ワーク

シェアリングとしてＪＡＭと付けておりますの

は､逃げと言いますか、言い逃れというか、後に

ワークシェアリングと付いておりますのは、広

義な意味での、あるいはＵＩゼンセン同盟さん

が言われるようなワークシェアリング､すなわ

ち雇用拡大型、創出型のワークシェアリングと

いうものになっていないことを意味します。要

するに緊急避難型でありますし、そういうこと

で 3 年間の期限を設けておりますが､その間に
企業が体力をつけることができるかということ

が一番の問題なのです。製造業が衰退あるいは

空洞化していっている、ということからいきま

すと、昔と言いますか以前と言いますか、好況

不況の波がある形の経済というのは来ないので

はないかというふうに考えると、製造業そのも

のがジリ貧産業という形になっています。しか

し現実として、私たちはその中に働いておるわ

けですし、生活しているわけですから、自分た

ちの生活を守るという点での、一つの考え方と

して出してきたということでございます。ワー

クシェアリングに通じるかどうかは別としまし

ても、いずれにしても日本の労働力問題、ある

いは生活問題というのは､将来労働力人口が減

っていくのは統計で明らかになっているわけで

すし､あるいはまた高齢者を支えていくという

面で、非常に少ない人間で支えていくという大

きな問題があるわけですし､先ほどふれた製造

業の海外シフト問題を考えた場合､いかに新し

い産業を作り出していくか､企業を興していく

かということがこれから求められてくるのでは

ないかと思います。そういう面では、政府の政

策として労働力を移動させていくような産業の

育成､あるいは創出というものをやっていくこ

とが必要です。あるいは製造業の機械金属産業

の限られた範疇の中で見ておりますと､技術問

題は云っておるものの、とても諸外国との価格

競争に勝つことができないという状況がありま

すから、ＪＡＭとしての産業政策、あるいはこ

れからの日本の労働のあり方、政策のあり方と

いうものは、もっと大きな意味で、単に研究を

するだけでなく、政策として具体的に実現でき

る方向を見出していかないと、なにかこう小さ

い中で互いに慰めあっているような形だけに終

わるのではないかと思いますし､ＪＡＭのワー

クシェアリングというのは、何遍も言いますが、

緊急避難型で対処療法の取り組であるというこ

とを重ねて申し上げておきたいと思います。  
 
尾崎  
ありがとうございました。緊急避難型の問題

点についてもＵＩゼンセンさんからもいろいろ

意見が出たのですが。実はワーゲンの緊急避難

型はスタートが 1994 年なのですね。それがまだ
続いているわけです。つまり 3 年で終わるとい
うことはおそらくないだろうということです。

これはハノーバー工場で始まったことなのです

が。そういうこともありますし、先ほどからご
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報告いただいた日本板硝子さんのシステムもそ

れを前提としながら、次に進んでいくわけです

ね。従って以前の労働体制には戻らない、とい

うのが普通だと私は思うんですね。特に日本の

企業の場合、これだけ合理化が叫ばれていて、

少しでも節約しろ、生産性をあげろという、強

い要請があるような職場ではおそらく、前の賃

金体制に戻るのはよほど企業収益が上がって、

生産がどんどん増えて困るといったような事態

でもない限り困難でしょう。しかしそのときで

も、労働者を雇うかどうかなのですね。つまり

全部アウトソーシングでカバーしてしまう可能

性も残されている。ということになってきます

と、私は緊急避難型であるから短期間であると､

そういった考えた方を強く出さないでいくほう

が、ワークシェアリングを考える場合にはもっ

と考えやすいのではないかと思います。どちら

かというと､日本がこれまでワークシェアリン

グをしてきたライン上にこれらがたぶん制度と

してのっかかっていくというのが素直な理解で

しょう。今までは個別企業とそれぞれの組合と

外部事業の中でいろいろ好き勝手にしてきたこ

ういう交渉を、ある程度社会化するというので

しょうか､外部との繋がりを持ちながら雇用の

確保ですとか、そういったことへの責任を労使

双方が受け持って、そういう社会的な責任の果

たし方が実現されようとしているのではないか。

そういった方向へ発展していけば、もう少し先

の芽があるような感じがするのです。ただそこ

にいくまでに、まだまだ、ワークシェアリング

の理解について、ここで皆さんのいろいろなご

意見を聞きながら会場の人たちも思ったでしょ

うが､いろいろ違うぞ、というのがますますはっ

きりしてきた状況の中で､難しいけれども一つ

の道じゃないかと考えているわけです。  
三重県出身の労使関係の大先生である熊沢

先生は、甲南大学で労使関係論を担当されてお

られます。熊沢先生は､日本の労使交渉を次のよ

うに描写しておられる。すなわちリストラが提

案される。その時に､企業ベースの労働組合は解

雇絶対反対と叫んで､何があっても解雇を撤回

しようとするわけです。これは、組合として解

雇を容認するような対応を最初からしてしまう

と､組合員の信頼を失ってしまうからです。しか

し企業のほうがどうしても解雇で突っ走るぞ、

とこのように強く言ったら､ここで企業ベース

の労働組合としては何らかの譲歩をしたいわけ

です。大ストライキを展開して､何があっても阻

止するぞというような要求を今はできない。そ

うすると今度は､よく 70 年代に問題となったも
のですが、一旦そこで崩れてしまうと､指名解雇

の人選を組合が管理しない、そんなことに手を

染めたら､組合員から何を言われるか分からな

い。使用者は勝手にしなさい、後は知らないよ。

指名解雇された労働者はどうしますか。もう従

業員ではありませんから組合員ではないので､

さようなら、幸せに暮らしてくださいという形

の対応が生じる可能性が大きく実際生じたので

す。ここでの描写は、あまりにも単純化されす

ぎていて、それだけではないという批判はもち

ろんそうなのですが､細かいところを端折ると

そうなるんですよね。  
そうなる前に少なくともリストラ解雇､リス

トラの提案が出てきたときに、緊急避難型を一

度は取り入れて、積極的に提案してみるべきで

はないでしょうか。そうすると解雇絶対反対と

いうこれまであまり生産性のない、それで組合

が阻止できたというとそうではなくて、解雇反

対といっても実はいわゆる日本型のワークシェ

アリングの提案を事実上出していきながら､交

渉に入っていけたわけですが、それをきちんと、

正面から提案することが、少なくとも日本の企

業ベースの労働組合のギリギリの雇用確保交渉

戦術になっていくのではないかと思います。そ

ういう意味では緊急避難型について、UI ゼンセ
ン同盟は、合理化問題としてきちんと対処され

るということですが､実質的には同じ事なので

すが､しかし新しく、仕事を分かち合うというこ

とはある意味企業の方は乗りやすいんですね。

従来の合理化等であれば､必ず何人かはお辞め

いただかないと合理化にはならないのです。ワ

ークシェアリングで対応しますと、辞めなくて

も場合によってはうまく危機を乗り切っていく

ことができるかもしれない。柔軟な発想がここ

で生まれるのではないでしょうか。私はそうい

う効果を私は否定できないと思っております。

どうでしょう東村さん。板硝子では報告された

合理化をワークシェアリングととらえていただ

ければ、それはそれで、日本労使の話し合いが

ワークシェアリングとしてうまくできているな

ということになるのですが。これについて労使

交渉も含めてお話いただきます。  
 
東村  
今のお話で、それが企業の体力として乗り切

れるかということが懸念されます。私共も中国

に進出しており 70 人規模の工場なのですが、こ
ちらから二人社長と部長くらいのクラスで、 53
歳くらいと 30 歳くらいですが、二人の方が給料
は多いんですね。二人と 70 人と。だからこれは
大変難しい問題です。労働者の給与と技術が国

際競争力を問われる時代に来てるんですね。先

ほどの私共の事例の状態はまだよかったんです

が、今、緊急避難型的にワークシェアリングを
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するといっても、ギリギリで走っている企業が

そこまで取り入れる力があるかどうか、これく

らいしか言えません。県内で３万５千人くらい

失業者がいるんですが、その中で大ぜいの日系

人が国内で､津市でも働いていると聞きますが､

どうしてこれだけ多くの外国人労働者が働いて

おれるのか。そういう人が多分２０万人とか、

数字は分かりませんが､沢山働いていると思う

のですが､なぜ日本人がそれにとって替われな

いのか。ワークシェアリング以外ですが、そこ

ら辺の問題もあると思いますが､ということで

お返しいたします。  
 
尾崎  
ありがとうございました。すべての企業で同

じようにとは考えがえておりません。ある程度

は体力がないとこうした策は採れない、明日が

命､倒産というような企業は無理だというのは

当然のことでありまして、ギリギリでやってい

る企業が多い今の段階では､これすら難しいと

ころもあるのではないか、と考えています。た

だ企業について、少なくともまだ体力のあると

ころは沢山残っておりますので､場合によって

はこういう形でワークシェアリングを実施して

いただくことも、良い方向を目指すことができ

るのではないかと思っております。  
先ほど触れられました外国人の問題につい

て少し触れておきます。何故仕事がこんなにあ

るのにということなのですね。これも私が共通

の認識を得るためのメモに付け加えたように､

「より良質な仕事」ということに関わってくる

んですね。彼らは「より良質な仕事」には就い

ていないんですね。第二世代､第三世代にはそう

した仕事に就く人も出てくるかもしれませんが､

ヨーロッパの例を見ますと、第二世代､第三世代

でも、自国民優先主義というかナショナリズム

というか､国籍を持って伝統的にそこで育って

いるにもかかわらず、ネィティブの若者と同じ

ような仕事にはなかなか就けない。言葉の壁と

か文化の違いとかいろいろ出てきますが､教育

を受けるのも難しいところがございます。その

第一世代は少なくとも､我々が勤めないところ

に来るわけです。そこには、いい仕事がないん

ですね。悪い仕事が増えたから､彼らが来るわけ

です。何故悪い仕事かといいますと日給月給な

んですね。１時間単位の仕事です。１時間で、

恵まれたところで大体１２００円台。それは何

もかも含めて１２００円なのですね。社会保険

や医療保険に加入すれば、１０００円を割るん

です。自動車の部品の工場の中でメインの仕事

に従事する、 30 代から 40 代くらいの男性とい
うのは大体そういう仕事でしょう。月 27,8 万円

くらいを残業も含めて一生懸命稼ぎますが､そ

のうち生活費を引くとほとんど残っていかない。

しかし、残っていないけど数万円をサンパウロ

へ送れば、向こうの一人が稼ぐ給料くらいは仕

送りになるわけです。警察官とか教員で日本円

にしておおよそ月 8 万円くらいが現地での平均
的な所得ですので､大卒の資格をもって、警察官

になったり、教師になったり、市役所の職員に

なったりし､30 代から 40 代の層です。少ない人
では 4 万円くらいの仕事も多くあります。わず
かでも送ると､そこで所得として､為替の差額と

いうものがこうした労働者の就労意欲をうまく

引き出してきている。あとは中国からの研修生

があります。一人について、実質一月に 20 万近
く費用が掛かるんですが、研修生といっても食

費とか交通費とか土産代とかいろいろ経費がか

かります。しかし 20 万でも安いから、研修生を
もっと入れろというのが岐阜や福井や三重の縫

製加工の社長ですね。こうした仕事には日本人

は来てくれない、なかなか行かないですね。細

かい仕事を毎日毎日すると疲れ果ててしまって､

若いお嬢さんはそんな仕事はしない。我々が就

きたくない仕事が、不況になってもいっぱい増

えてくるわけです。不況になればなるほど悪い

仕事が増えてくるわけですから、さらに外国人

労働者が増えてくるわけです。厚生労働省が、

日本は景気が悪くなったから、これ以上外国人

労働者はいりません、減りますよ、とこういう

見通しを立てたときがありました。そんなこと

はないですよ、これからもっと増えますよとい

いますと､変な顔をしていましたが､実際増えて

きているわけです。つまり雇用の性質とか内容、

安全性などにかかわりなく増えて来ているので

す。どんな仕事でもいいのでというまでには、

まだ我々の世代では至ってないんですね。おそ

らく何世代かするとそうなるかもしれませんが、

我々が就きたい仕事は、やはりいい仕事なので

す。しかしそのいい仕事を確保するのは国の義

務なのだろうか。しかし国がそこまで関与する

と、いわゆるパターナリスティックな、社会主

義的な経済システムになってきます。従ってこ

れは民間に任せなければならないのです。民間

の任せられるべき当事者は誰なのかというと、

それは労働組合と使用者なのです。労働市場取

引の当事者になれるのは労働組合と使用者で彼

らがきちんと取引をしていかないと、我々の仕

事はだんだん悪くなってくる。私も地方公務員

ですが、公務員はそんなのと関わりがないよと

言っておきながら、しかし地方公務員もこれか

らリストラの嵐に見舞われることになるわけで

す。つまり一方で過剰な労働力を抱えているに

もかかわらず税金は少なくなるし､それからサ
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ラリーマンの勤労世帯の年収が毎年下がる一方

です。これで 6 年目です。右肩下がりです。ま
だまだ下がっていきます。そういう中で、税金

で食べているのではないかとよく非難される公

務員の給与の決定というのは、今年も下がった

ように来年もおそらく下がります。賃金不況と

いうのはこれからも続いていくんです。そこに

きちんと楔を打ち込んでほしいのは民間なので

す。その前に先ほども言いました、失業者を、

どういう形で、社会全体としてそれを支えるか

というシステム作りが必要なのです。その中で

今度は国が支援を、税金を投入する、という形

で安定社会を作っていくとうまくいくのではな

いかと､大きな見通しとしては私自身そう考え

ております。しかし誰がそれをするのという話

になりますと、誰も労働市場システムの中で関

係者としての責を取ろうとはしない。考え方は

いろいろ主張されておりますが､実際に労働市

場を動かせるのは､労使が動かなければならな

いのだけれど､それの対応はなかなかです。最近

の産別動向として、人数を増やすための合併が

かなり進展しておりますが､しかしその機能は

拡充したとは言い切れないところもあるわけで

す。未組織労働者への浸透ということも基本的

な組合の目標として掲げられており、私として

はそこを大いに期待はしたいのですが､しかし

企業ベース組合を前提とした未組織労働者の拡

大ということになりますと､これまでの問題点

をそのまま残していかざるを得ないのではない

かと云った、いろいろな心配をしながらワーク

シェアリングを考えているのですが。  
一つ話はちょっと戻りますが､UI ゼンセンさ

んが本格的なワークシェアリングの手段として

先ほどからおっしゃられるように、①立法又は

社会契約によるもの､②本人の希望によるもの

でフルタイマーからパートタイマーに切り替え､

③自発的な休業によって生じる欠員について新

規雇用で補う、 3 つのことが挙げられておりま
す。おそらく一番目は日本でワークシェアリン

グをするときの特別な考え方なのかなというふ

うに理解して､二番のほうはどちらかというと、

ヨーロッパのいろいろな調査研究から学ばれた

ところをここに入れておられるのではないかと

推測されます。立法又は社会契約によるものと

いうことでは、立法は国がこのワークシェアリ

ングに関して基本法なり何らかの法律を作る､

ないしは直接ワークシェアリングに触れる立法

化をせずとも、ワークシェアリングを事実上し

た企業に対して社会保険の支払いを免除する、

税を一部控除するとか何らかの形で補助金を出

すことによって下から支えるような法律を作る。

大体二つくらい考えるわけですね。もう一つの

社会契約によるものといいますのは、これは私

も面白いなと思っているのですが､一つは先ほ

ども少し触れましたが､連合と日本経団連と厚

生労働省の三者の間で社会的宣言が行われて、

ワークシェアリング議論が進んできた。という

中で 9月の 4日ですが､雇用の維持確保に関する
労使共同宣言というのが、三重労使会議の使用

者側の代表であります経営者協会会長の藤井さ

ん、それから連合三重会長である千田さんの、

お二人の間で共同宣言が出されております。そ

れによりますと、「三重労使会議は相互理解に立

って経営の安定と経営基盤の強化を図るととも

に雇用の維持確保､とりわけセイフティーネッ

トの拡充とミスマッチの解消に一致協力して取

り組む。また近来的な労使関係構築に向けて適

正な評価と公正な職務､労働時間管理など人事

労務関係上生ずる個別的問題についても､協議

を尽くして問題の解決にあたる。」 2 番として
「三重労使会議は､雇用の維持確保に向け､雇用

政策当局に積極的な政策提言を行い雇用の維持

確保対策の推進に向けて最大限努力をする」と

いう大きく分けて二つについて共同で宣言され

ました。そこで、雇用の維持確保、とりわけセ

イフティーネットの拡充とミスマッチという形

で､特に取り出しておりますが､一致協力して取

り組むという姿勢を見せておられるということ

と、またこれを読ましてもらったときにどう解

釈していいのかと考えたのですが、近代的な労

使関係の構築に向けて、個別労働問題について、

人事労務関係上生ずる個別的問題についても協

議を尽くして問題の解決にあたるとしています。

これは労使協議会を企業外で展開する根拠にな

る合意を双方出されたのか､どうか。今日のパネ

ラー皆はこれにタッチしておりませんので､こ

れについては後で会場から、もしよろしければ

ご意見をいただければありがたいと思います。

もし労使協議を連合三重と経営者協会との間で、

いわゆる企業の枠を離れたところで､しかも企

業内部の個別問題を話し合う機会をここに確保

したということになりますと、私がいいたいの

は、これを基に、産別の労使協議会をこの雇用

の維持確保に関する労使共同宣言の、労使協議

会の一つの中間機関のような形で位置付けるこ

とはできないのであろうか、ということなので

すね。  
私はこういう理解の仕方も文章を素直に読

んだらそう読めるのではないかと考えるのです。

何か法律家の言葉の隅を突くような読み方では

なくて､素直な日本語の読み方ができるのでは

ないかと思っております。いかがでしょうか。

まずはフロアからこれについてご意見がござい

ませんでしょうか。もしお持ちでなかったらコ
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ピーいただいたのがありますのでそれをご覧下

さい。  
 
平松専務さんいかがですか。  

 
平松  
 三重経協の平松です。ただ今の解釈の件です

が、各企業の労使の対応を促したものであり、

産別の労使協議は全く意図するところではあり

ません。仮にそう読めたとしても、産別交渉の

枠組は存在していませんし、経協自身も産別交

渉を全く考えていないのが現段階です。  
 
尾崎  
素直に読むと「各企業の労使は」という主語

がここではいっていればわかるのですが、前段

の方で主語が入っておりまして､「三重労使会

議」は一致協力して取り組むとあるわけです。

「また」というところから「近代的な労使関係

構築に向けて・・・」と続くんですね。どうも

素直に読むと個別企業での労使協議がうまくい

かなかったとき、上へ持っていきなさい。個々

の社長とか組合とかでは、しがらみがあって、

うまく解決できないから、我々がきちんと話し

合って解決してあげよう。そういうヨーロッパ

型の労使協議会がここにできたのではないだろ

うか。もしできたとすれば、産別の地域労使会

議もこの間に入った、ちょうど中間機関のよう

な形でうまく機能していけるのではないだろう

かと思ってしまう。しかし宣言の当事者はそう

ではない、とされる。やはり個別企業を念頭に

置いておられるのですか？歴史的な文章かなと

思ったのですが、残念ですね。他に会場の方で

いやいや歴史的な文章ですよという方はおられ

ませんでしょうか。  
そういうことであれば､平松専務は当事者の

お一人であったと思いますので､それに従って、

これは個別企業の労使がきちんと協議をするこ

とが望ましいということを一般的に表現したの

だ、ということで一応そういう解釈で今のとこ

ろはいきたいと思います。そうしますと､やはり

根拠になる規定は直接ないのですが､根拠にな

る規定がなくても、連合三重と経営者協会の両

者の取り組みが宣言として出されたわけですか

ら、その下に個別の産別においてもこういう労

使共同宣言という形でそれぞれ発展させていく、

ないしは地域の労働組合の連合会もありますが、

そういったところがさらにこのような宣言を、

地域ごとに出していくとか、そういうような取

り組みを一つ一つ重ねていくことが少なくとも

組合機能を拡充する一つ道具たり得ます。組合

企業が拡充できれば､使用者のほうも社会的に

対応できる基盤ができるわけですね。今までの

ような個別の企業ベースの労働組合は､社会的

に対応できていなかったと思います。どちらが

先かという問題はありますが、いずれにせよ、

組合のほうも産別化地域化の方向へ一歩進める

時期に来ているのではないでしょうか。  
 
樋口  
おっしゃられる主旨についてはよく理解を

したいというふうに思うわけです。こちらに座

っているわけですが、フロアーにいるような形

で質問したいと思います。やはり現状認識が尾

崎先生と違うんですよね。やはり僕たちは現場

にいるということで、現場に浸かりすぎて、は

まり過ぎているのかもしれませんが､やはり製

造業というのを先ほどお話させていただきまし

たが､製造業、特に機械金属の産業が､少しデー

タは古いのですが 1991年の段階で 690万あった
わけですね。それが 2001 年の段階になりますと
588 万に減っているわけです。これは先ほども
いいましたように海外移転･空洞化の問題が大

きく絡んできておりますから､今後さらに減少

していくんだろうと思いますし、私たちの近い

ところの会社といいますか事業所を見てみます

と、今しばらく悪いだけで、少し辛抱すればさ

らにこれが上向いてくるというような推測とか

推定とか判断とかいろいろありますけれども、

そうし難い事業所が多いという事であります。

そういう面でＪＡＭを構成している企業の中で

は、当然、限定された対策しかできないという

ことがあります。少し話が変わるかもしれませ

んが､人の問題ということで言いますと、300 年
位前は歩いたり馬に乗ったりして移動をしてお

ったわけです。約 150 年程前のペリーが浦賀に
来る、あるいは文明開化ということで､馬車が入

る､人力車が入る､汽車が入るということになっ

て、今日輸送手段としては自動車の時代になっ

ているわけですね。そういうことから言います

と、 50 年、 100 年単位を一挙に見るわけにはい
きませんが､籠が馬車に変わる、あるいは汽車に

替わると、籠の担い手さんが絶体にこの籠がい

るんだ、というふうにいくら頑張ってみても､

新しい輸送手段というのが出てきているわけで

すから､そういう面ではいかに仕事を守りなが

ら新しい産業へ切り替えていくかということが

重要になろうかと思います。今日は使用者の方

も見えているわけですが､実際にワークシェア

リングとこの産業の雇用の関係を考えていく場

合、いかに産業が必要とされているか、あるい

はそこの労働者がどういうふうに生活を考慮さ

れていくかということが問題としてあります。

製造業はそういう中に置かれているという観点
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に立つならばですね、このワークシェアリング､

いわゆる製造業の中､あるいは機械金属産業の

中の一企業内のワークシェアリングというのは

おのずと限界があるのではないかと思います。

そういう面では新しい産業の創出、企業をどう

いうふうに興していくかというあたりで､いわ

ゆる高度経済成長に入るときに、第一次産業か

ら第二次産業にどんどんと労働力が移動をし、

今は第二次産業から第三次産業へ移っているこ

とを歴史的に見ても､今の時代の労働力問題は、

当然、10 年、20 年先を見越した中で、どういう
ふうに労働を分かち合うかという辺が論じられ

ていかなければならないと思います。私が言う

のも何ですが、労働組合はそれほど力は強くあ

りません。そういう面では、先生が期待される

ことを、労働組合が、産業別、あるいは地域で

労使で、そういう一つの会議といいますか機関

を設けたとしても、それだけでは全体的に、今

求めているような解決策を定義し、実行してい

くというのは不可能とは言いませんが､なかな

か難しいし､私の古い頭では、解決するような発

想というのはとても出てこないということです。

先生方は学者ですからそういういろいろな今日

の産業構造なりあるいは労働力構成､人口問題

を含めてどういうふうに日本社会が雇用を分か

ち合っていくかというあたりをますます研究を

していただきたい。また労働組合に対して、労

働組合として出すべき、出せる課題というのを

提示していただくとありがたいなと思います。

ＪＡＭとして、三重県ＪＡＭとして、三重県の

地域産業のワークシェアリング問題を労使の中

で話ができないかということですが､実態は全

然そんな風になってないと思いますので､フロ

アのほうから感想といいますか、発言したとい

うふうに思っていただいて結構です。  
 
尾崎  
樋口さんの発言はフロアからということで

お聞き下さい。樋口さんの言われることは私も

わかっているつもりなのです。わかっていなが

ら、ではそのままでいくとどうなるのかという

と、やはり組合はなくなっていくというシナリ

オがはっきりと見えてくるんですね。ヨーロッ

パでもよく言われているのが、日本とアメリカ

どちらが早く組合がなくなるかという、そうい

う競争に、今入っているんです。元々フランス

は日本よりも組織率は少なかったんですが、大

規模な組合活動がきちんと出来るんです。それ

は何故かと言うと、組合とはいわゆる専門職業

的な活動家の集団なのですね。組合員は必要な

時に組合費を払っておれば、労働者が助けてく

れと言えばいくらでも助けてくれるわけです。

そのために、その専門家集団が残る限り、例え

ば組合が 5%や 10%になってもフランスの労働
組合は力を持ちうるであろうと思います。いつ

でもいざというときには大規模に組織化ができ

るわけですから。ところが日本の場合は細かく

分断された、私もあちこちで繰返し言っている

のですが、50 人、100 人、500 人または 1000 人
といろいろな規模、パターンで、別々に労働組

合を作る。それぞれとして組合としての体裁を

全部整えなければならない。団体交渉もしなけ

ればならない、組合運営や活動の研究もしなけ

ればならない、労働者の意見も吸い上げなくて

はいけない。しかし一人専従になろうと思うと

おおむね 500 人の組合がなければ、専従の費用
なんて出ないわけです。それができない組合の

活動家は、働きながら、働いた後組合活動をし

て、夜中までして、またあくる日は社長の指揮

のもとに働いて、それが終わったら組合活動に

戻って社長と対等の立場で話をしなくてはなら

ない。こういうところには、もちろん産別の地

区組織が支援を行い、団体交渉もおそらく助け

ているとは思いますが、しかし全部を助けるわ

けにはいかない。春闘の時期は決まっています

から。そうすると果たしてきちんとした組合活

動、使用者と労働条件のすべてにわたって取引

をするという意味で、きちんとしたバーゲンが

できているのかどうか。労働組合は革命を起こ

すために労働者を結集する基本的な組織だと、

こういうふうに昔の、第二次大戦直後の組合の

いくつかの組織に見られたように規定してしま

えば、まだ話は違ってきますでしょうけど、し

かしそんな世の中ではもうないわけですね。そ

うすると細分化された、日本のバラバラな企業

ベース労働組合、しかも企業の総労働力の中で

少数派に陥っていくことになれば、その影響力

というのは一層、加速度的に低下していく可能

性がある。いくつかの組合が多分残るだろうと

思いますが、しかし、おそらく組織率が 20%を
割って 15%程度にくると、後は公務員と大企業
の組合のいくつかしか残りませんから、結局労

働組合は何かものを言うと石を投げられるとい

う存在になって来はしまいか、そこが怖いんで

すね。だから今のうちに組合と使用者はどうす

るのか、使用者のほうも実際は困るわけです。

労働組合のコントロールが入らないと無秩序な

競争に入りますから、そこには限りなく労働条

件を下げて製品価格コストを下げる無秩序な競

争が表に出て来ます。様々な問題が一気に噴出

していますが、その中で最近起こっているのは

労災があります。見識のある使用者はそうした

事態はおそらく好まないだろうと思います。な

んといっても労使がきちんとタッグを組んで、
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共に労働市場に責任を持ちながら、労働力の価

格を話し合いで決めていく、というようなシス

テムが日本でできないのだろうか、ということ

がいつもベースにあるものだから、ワークシェ

アリングについても、それの受け皿になるよう

な機能を、このワークシェアリングということ

をきっかけに作っていけばワークシェアリング

自身もうまく動くのではないでしょうか。  
これで答えになりましたでしょうか。どこま

でいっても一致しないというのは私も重々分か

ってはおります。そうはいっても研究者という

のは常に理論を整理しながら積み重ねていかな

くてはいかない。現状はこうなっているから理

論を曲げろというのはなかなかままならないの

ですね。そこをご理解いただいて。フロアから

いかがでしょうか。今日はご意見がいろいろあ

ると思うんですね。わたしも随分極端な言い方

をしております。それは議論をうまく引き出し

たい。関心を持って欲しいということで言って

いるのですが。  
 
平松  
よろしいですか。今日はワークシェアリング

の導入の現状と課題というテーマでございます

から、ワークをシェアリングするということで

ございますから、働いて分かち合うというよう

なことだと思うのですが、ご承知のように先ほ

どからコーディネータの方々、 4 組の方々から
ご発言いただいたのですが、例えば、日本板硝

子さんの場合は次から次へタイミングが非常に

良くて仕事があったということですね。そして

組織機構の改革もして、また仕事がうまくあっ

たとか、余剰人員が必要だということで、余剰

人員を置かれて、うまく処理されています。そ

ういう力といいますか、企業に力があったと言

いますか、タイミングが非常に良かったという

のと両方あいまってうまくされたのでは、私は、

一言で言えば言えるのではないだろうかと思い

ます。あとお二方、樋口先生と中道先生からい

ろいろとお話を伺ったのですが、いろいろな形

のものがあると思いますが、あくまでも雇用の

創出ということが前提条件だということです。

ワークシェアリングというものは人を増やすん

だと、減らすということは理屈から言ってちょ

っとおかしいのではないか、雇用を減らしてい

く形、合理化して減らしていく形というのはワ

ークシェアリングに向かないのではないかと私

共は考えるのですが。では中道さんは実際たま

たまそうおっしゃられたんでしょうか？そうす

ると、要は仕事がなければ企業経営者は人を雇

わないことになります。問題は、人がいるから

仕事を作るというのは、現実にいらっしゃる人

を合理化とか解雇できないから、何とか仕事を

作るわけであって、先に人を雇ってから仕事を

作るということは致しません。普通の人が考え

るのは、経営者は、それでまず仕事を沢山持つ、

仕事があるから人を雇う雇い方はいろいろあり

ますよ。パートで雇うかどうか、雇い方はいろ

いろありますが、要はまず仕事があってあって

仕方がないから人を雇うんだということでしょ

う。その時にワークシェアリングとして、時間

を短くしましょう、人も沢山入れましょうとい

うことで、人を増やしていくということは理屈

で分かりますが、今の時代にほんの一部かどう

かは知りませんが、忙しいところもございまし

ょう。樋口さんのお話にもありましたが、しか

し大半は仕事がない、あるいは外国に全部出て

いる状態です。そういう中でワークシェアリン

グをしようという考えを企業の経営者は持つだ

ろうか。やっていけるのだろうかと考えるでし

ょう。仕事があって仕方ないときには、どうに

もならない時には、ワークシェアリングもいい

だろう。好い考えかただと思います。しかしこ

ういう仕事がないときにおそらくワークシェア

リングをしようとは思わない。私はこのように

感想を持っているわけであります。  
それから今日のお話をいろいろ伺っており

ましたが、労働側の方々のご意見を伺いますと、

国の援助や支援といったいろいろな政府導入を

活用していこうというお考えですが、経済団連

の奥田さんは正直な方なのです。そういうお金

が入ると、自分ところの会社ですから、そうい

うことに対して一切お話します。ここで中小企

業と大企業の差が実は出てくるんです。トヨタ

さんのような会長の立場にお立ちの方は、一切

そのようなお金は入れないで、自分ところです

る。新しく企業創出し、雇用の創出と企業の創

出とあいまって、どんどん順調に行けば、ワー

クシェアリングもどんどんできるでしょうけど、

必ずしも今のところはうまくいっていない。逆
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に動いている。これをどのように解釈するのか。

要は、世の中の景気を良くして、仕事をどんど

ん作るということにつきる。これが日本の活性

化ともなり、ワークシェアリングの推進の導入

にもなっていくのではないか、とこういうふう

に私は思うのですが。仕事がないのにワークシ

ェアリングをうたってこれは空回りだろう、と

私は思います。先ほど尾崎先生ですか、時間を

半分にして、日当を時間給にして、一日 4 時間
のパータイマーで、とこういう荒療治をするの

は 8 時間のものを 4 時間にするのですから、極
端に言えば、労働力はもし 8 時間分いるとすれ
ば、倍いる訳ですからそういうことも簡単には

できない。全部が全部そういかないと思います

から、そんな簡単に時間給を導入できないし、

それは組織のない事業場で親方日の丸だったら

可能かもしれませんが、今の労働組合組織率の

20%ではなしに、何とかひとつ 60%くらいの組
織率にしてくださるとありがたいのですがね。

なかなか難しいでしょうね。無組織事業者の方

は本当に沢山いますから、その方々を一緒にす

るということと法律で縛るということは意味が

違うと思います。要は、景気を良くしないとど

うにもならないということ。景気を良くすると

いうか、仕事をどんどん作るということが一番

大事ですね。それが景気が良くなるということ

に繋がると思うのです。要は、生産性を上げな

ければいけないということになるんです。仕事

がなければ生産性も何もないわけですから、と

いうような感じを私は抱いておりますが。以上

でございます。  
 
尾崎  
どうもありがとうございました。そろそろ予

定された時間 4 時 30 分が参っておりますが、ど
うでしょう、どうしてもとお話をという方がお

見えでしたら、もう一つ二つは結構ですので、

ご意見いただければ。  
 
フロアー  
簡単に。今、平松さんが言われたことに反論

するわけではないのですが、もちろん仕事がな

ければワークシェアリングができないというの

はいいのですが、最後のほうにおっしゃられた

生産性の問題とワークシェアリングとの関係、

雇用の拡大ということになると、合っているか

違っているかは分かりませんが、設備投資をし

て省力化すること自体が人員を削減することに

なってくる失業者とか雇用の拡大に逆行するよ

うな形になるわけですから、省力化とか、IT 化
とか、合理化というのはちょっとやめて、やは

り人海作戦でいった方が雇用の拡大になるとい

う考え方もあると思います。良い悪いで言って

いるのではなくて、やはり生産性を向上させ、

人を少なくして、効率を上げるということにな

れば、企業は儲かるかもしれませんが、雇用と

いう面では逆行するのではないかというふうに

思いました。  
しかし経済成長が雇用に大きな影響を及ぼ

すということにつきましては、平松先生がおっ

しゃる通りでございまして、やはり適度な高度

成長率、あるいは少なくとも 2,3%の成長がない
と本来の雇用創出を期待できるワークシェアリ

ングというのは出てこないと思います。現在の

デフレ化の状況の中で、新たな雇用の拡大を求

めていくということは、至難の業でありまして、

今の時代で何ができるかといえば、今働いてい

る人に対して、労働時間を少なくする。それに

よって多少の賃金を下げて、その分空いたとこ

ろを皆さんで分かち合う、ということくらいし

かできないと思います。だから本来の雇用創出

以外に今できることは、国として新しい産業な

り、新しい技術なり、バイオとかあるいはミク

ロとかの、そういった新しい企業の、起業家と

して起業家が出てきて、そこに新たな雇用を増

やしていくという、そういうことにも力を国と

しては入れていくということが必要であります。

三重県だけで捉えれば、亀山のシャープの工場

誘致だけでなく、全国にある工場の企業誘致活

動ということも三重県として大いに力をいれて、

そこに新たな雇用図を三重県だけでも、よその

県はどうでもいいということではないですが、

できれば三重県だけのことを捉えれば、そうい

うような工場誘致にも全力をあげて誘致をして

くる。これも新たな雇用増というふうなことに

結びつくと思います。国とか行政に頼るという

のではなくて、やはり自分たちでできることは

自分たちで進めていくという、そういう意味の

ための尾崎先生が提案している労使会議とか産

別会議とか、さらに能力開発機構とか労使就職

支援機構とかありますから、そういった形の新

たな雇用増を皆さんが一つ一つ叡智を結集して、

みんなで考えていこうということが大事ではな

いのかと思います。それと適度な高度成長は国

の政策の中で、経済を良くしていただいて、輸

出だけに頼るのではなくて、やはり内需拡大も

含めて景気を良くしていってもらうということ

も大変重要な課題であろうと考えております。  
 
尾崎  
いろいろありがとうございました。時間も来

ておりますので、これでということにさせて頂

きます。ただ一言だけコメントを述べておきた

いと思います。景気が良くなっても雇用はおそ
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らく駄目だろうというのが我々の予測です。し

かも亀山に来ましたシャープにしても必要な労

働力は、三重県内で増加という形で現れますが、

実際全体の 8 割方くらいの労働者は、業務請負
による日々雇用、 1 時間あたりいくらの労働者
となるでしょう。おそらく外国人労働者が大量

に、亀山周辺に現れることになるものと思われ

ます。社会負担等を考えると期待されるような

効果は駄目だろうなという懸念をしています。

だから「より良質の仕事」をいかに確保してい

くかということを、私自身は目標にしながら考

えていきたいと思います。本日はいろいろとあ

りがとうございました。あと 2 回、雇用創出会
議の方でこの種のシンポジウムが開かれますの

で、是非その折には、ここでの経験も踏まえな

がらより活発な議論をお願いしたいと思います。 
 
司会  
長時間にわたりまして、熱心にご議論いただ

きまして、どうもありがとうございました。本

日のシンポジウムにつきましては後日テープ起

こしを致しまして、地研通信という冊子に掲載

する予定でございます。そちらの方もまたご覧

いただければと思っております。それでは予定

時間を過ぎておりますが、最後にもう一度熱心

にご討論いただきました今日の話題提供者の

方々に盛大な拍手をお願いします。それではお

忘れ物のないようにお気をつけてお帰りくださ

い。ありがとうございました。  

 
 

「雇用の維持確保に関する労使共同宣言」  
 
 雇用情勢の悪化は、経済の健全な発展と社会の安定にとって深刻な問題であり、雇用の維持・確保は

労使における共通の最重要課題である。勤労者が仕事に意欲を持ち、企業が活力を持って活動できる社

会の構築に向けて、労使が協力し取り組まなければならない。  
 三重県経営者協会と連合三重は下記の事項について宣言する。  
 

記  
 
１．  三重労使会議（三重県経営者協会・連合三重）は、相互理解にたって経営の安定と経営基盤の強

化を図るとともに雇用の維持・確保、とりわけ、セーフティネットの拡充とミスマッチの解消に一

致協力して取り組む。また、近代的な労使関係構築に向けて、適正な評価と公正な処遇、労働時間

管理など人事・労務関係上生じうる個別的問題についても協議を尽くして問題の解決にあたる。  
２． 三重労使会議は雇用の維持・確保に向け、行政・政策当局に積極的な政策・制度の提言を行い、

雇用の維持・確保対策の推進に向けて最大限努力をする。  
 
                    2００３年９月４日  
                       三 重 労 使 会 議  
                        三重県経営者協会  
                             会 長 藤井   賢三  
 
                       日本労働組合総連合会三重県連合会  
                             会 長 千田 喜久治  

以上  
 

編集後記  
 大変遅くなりましたが、今年度第１回研究交流集会の報告をお届けいたします。ワークシェアリング

という現代的な課題について熱気のこもった議論がなされ、予定した３時間があっという間に過ぎてし

まいました。ここでの討論が何らかの形で課題解決に結びつくのであれば、地研としても幸甚に思いま

す。なお、都合により、当編集後記は室長が記載いたしました。（T）  


